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なる（Department for Culture, Media and Sport
（DCMS）, 1999）．
　これを境に，スポーツを通じて「社会的包摂」
を推進することを目指す政策や実践，またその実
効 性 を 問 う 調 査 や 研 究 が 盛 ん に な っ て い く

（Coalter et al., 2000; Suzuki, 2007）．とくにスポー
ツが貢献可能な分野として，健康・犯罪抑止・教
育・雇用の 4 つが挙げられたため，これらの分野
での政策効果を意図した様々なスポーツ関連のプ
ログラムが生起する．運営主体の多くは非営利組
織で，主として地域毎に設置された中間組織を通
じてボトムアップの提案に基づいて公的資金が配
分された（鈴木，2008）．
　これに伴い，プログラムの効果を検証する評価
研究が蓄積されていく（Crabbe et al., 2006; Long 
et al., 2002; Nichols, 2007）．このとき明らかになっ
ていったのは，スポーツ参加そのものが無条件に
これらの効果を生むわけではなく，継続的な関係
構築や仕組みを意図的にデザインすることが必要
だということである（Crabbe et al., 2006; Nichols, 
2007）．同時に，こうした外在的な価値の有無に
関わらず，スポーツ参加そのものの内在的な価値
も認められていいはずだという論点も提出されて
いた（Coalter et al., 2000; Long et al., 2002）．
　だが，社会的排除という問題認識が，既存の制
度下ではその外側に取り残されてしまう個人や集
団が存在し，そのことが彼らが人並みの社会生活
を送れない原因になっているということだとする
と，仮にスポーツをすることがそれそのものとし
て価値があるものだと認めたとしても，やはりそ
れだけで社会的包摂が大きく進んだとみなすこと
は難しいように思われる．
　Coalter（2002）は，評価研究において「スポー
ツへの包摂 sporting inclusion」と「スポーツを通
じた社会的包摂 social inclusion through sport」
とを明確に区別するべきだと指摘している．前者
が無条件に「社会的」包摂になるとは限らないか
ら，それを後者に接続していくロジックが求めら
れるというのである．

　だが後者に着目するにしても，健康・犯罪抑
止・教育・雇用への個別の貢献だけをもって社会
的包摂が進んだと満足するのも，いかにも物足り
ない．社会的排除として定義された問題状況の一
部が緩和したことを，そのまま社会的包摂と名指
すのでよいのだろうか．多様な問題の表出の原因
が社会への十全な参加が阻まれていることだと定
めたのだから，その根本解決の如何が問われるべ
きではないか．誰かがそのように企図したか否か
にかかわらず，社会的排除／包摂という言葉を使
うことの意義はそこにありそうに思われる．

2.2．分析概念としての社会的排除／包摂
　こうして，スポーツを通じて社会的包摂を進め
ようという目論見の成否を知ろうとすれば，やは
りその意味を確定できないことがボトルネックに
なってしまう．実際，社会的排除／包摂を学術的
な分析概念として厳密に定位することに成功した
例は，いまのところなさそうだ．もともと政策用語
として流布したレトリックであって，異なるイデオ
ロギー的立場が混在した多義的な概念であるか
ら，分析的な厳密さにそぐわないのは当然かもし
れない（Levitas, 1998; Oyen, 1997; Silver, 1994）．
　それでも政策の効果検証の要請から，社会的排
除ないし包摂を操作化し，測定しようという試み
が数多くなされてきた．とくに社会的排除の方は，
かなり多くの論者がその意味や適用範囲を問うて
きた．かたや社会的包摂の方は，それを反転した
ものという以上の定義に出会ったことがない．と
りわけ，どうすれば社会的包摂が進展するのか，
そのプロセスを理論的に定式化しようとしたもの
は全く見当たらない．しかし少なくともそれは，
社会的排除が起きる原理を覆すことを意味するは
ずである．
　だからやはり社会的排除とは何なのかという議
論を起点にすることにしよう．概していえば，そ
れは貧困概念の延長上に位置付けられた．イギリ
スでは，P・タウンゼントの相対的貧困および多
元的剥奪の概念と連続性があるものとされ，社会
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的排除はそれが生じるプロセスを指すとされた． 
そのプロセスにおいて排除する主体が存在するこ
とが含意されるという指摘や，社会的市民権の不
全として定位しようという試みもあったが，関心の
大半は顕在化した結果としての多元的剥奪を測定
することに割かれた（Atkinson, 1998; Berghman, 
1995; Burchardt, 2004, Byrne, 1999; Gordon et al., 
2000; Room, 1995）．
　しかし社会的排除が相対的貧困や多元的剥奪と
概ね同じものとして測定されるだけならば，その
概念をわざわざ使う意味は薄いのではないかとい
う批判が成り立つ（Sen, 2000）．開発経済学の文
脈からこの批判を提出した A・セン（Sen, 2000）
によれば，貧困研究の長い伝統において，何らか
の社会関係が剥奪されることが貧しさに関わると
いう理解は，何ら新しくない．
　では社会的排除という新しい言葉の有用性とは
何なのか．センは，彼が唱導するケイパビリ
ティ・アプローチの枠組みに接合させることで，
それを見出そうとする．彼の議論は，知りうる限
り最もフォーマルな定式化に近づいているように
思われる．次節ではセンの社会的排除論を概観し
た上で，それに基づくとスポーツを通じた社会的
包摂をどのように概念化することができるのか
を，論じることにしよう．

3．A・センの社会的排除論を拡張する

3.1．A・センの社会的排除批判
　センのいうケイパビリティ（capabilities）とは，人々
が「価値を見出す理由」のある状態や行為（beings 
and doings）（これをセンは「機能 functionings」と
呼ぶ）を達成する自由の度合いを意味する（Sen, 
1992, 2000）．すなわち貧困とは「最低限の人並みの
暮らしを送る自由」（Sen, 2000: 3）がない状態を指す．
　人の暮らしの良し悪し（あるいは「福祉 well-
being」）は，その人が達成することに価値がある
と考える行為や状態の総体として評価される（Sen, 
1992）．人は複数の機能をどんな組合せでどの程

度達成するかを選ぶ自由があり，したがって現実
的に達成可能な機能集合の選択の幅がその人の豊
かさ，つまり自由の大きさとして概念化される．
　セン（Sen, 2000）にとって社会的排除とは，
その人にとって重要な機能を達成する自由の剥奪
に「社会関係 social relations」が関与する局面の
ことを指す．概念の意味をそのように制限するこ
とが，かえって既存の貧困研究の蓄積への寄与を
明確にし，したがってその有用性を高めるはずだ
と，彼は説く．
　センによれば，社会関係の剥奪が社会的排除と
みなされる状況は，その社会関係が人の福祉に対
して構成的に（constitutively）重要である場合
と手段的に（instrumentally）重要である場合に
分けて考えることができる．前者はその社会関係
がそれそのものとして人の暮らしになくてはなら
ないものであり，つまりその人の福祉を直接的に
構成する機能のひとつであるとみなされる場合で
ある．後者はその社会関係がそれそのものとして
福祉を構成するとみなされるほど重要でなかった
としても，それがないことが他の重要な機能達成
を阻害してしまう場合である．
　例えば，友人がいるという機能はそれそのもの
として重要であるといえる（一般に，その関係か
ら何らかの利益がもたらされるから友人になると
考えることは，動機として「不純」だと認識され
るだろう）が，友人がいることは情緒的安心感を
もたらしてくれたり，困ったときに頼ることがで
きたりという別の機能にもつながりうる．した
がって構成的にも手段的にも重要な社会関係だと
いえるだろう．
　もちろん手段的な重要性を持たないが構成的に
重要な社会関係や，構成的な重要性はないが手段
的に重要な社会関係というものも想定しうる．セ
ン（Sen, 2000）は「他者と関係を持つ」ことや「コ
ミュニティの営みに参加する」ことを，構成的に
重要な社会関係の例に挙げている．後者の例には

「信用市場を利用する」ことを挙げる．これを構
成的に重要とみなすか否かは人によるが，それが
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なければ収入が制限されたり，ある程度の初期投
資を要する重要な機会に接続することが妨げられ
るという意味で，重要なケイパビリティの剥奪の
原因になりうるからだ．
　ではこのように整理することで，社会的排除概
念の有用性はどこにあるといえるようになるの
か．セン自身ははっきりと結論しないが，多様な
社会・文化的文脈において社会関係が貧困に結び
つくパターンを多様に析出する可能性に期待を示
しているようにみえる（Sen, 2000）．たとえば彼
は，移民に参政権が与えられないことが極右政党
の伸長を招くことや，長期にわたる失業が他の重
大なケイパビリティの剥奪へと連鎖する事実を，
事例として分析している．
　しかし社会的排除の概念をケイパビリティ・ア
プローチに接続したことは，こうした因果メカニ
ズムを解明すること以上の可能性を秘めていると
思われる．とくに単に何らかの社会的営為に参加
できないことを社会的排除と呼ぶのではなく，そ
れが人の福祉の評価に含められるべき重要な機能
およびケイパビリティに関わる場合に限定すべき
だという整理は，スポーツと社会的包摂について
考える上で非常に示唆的であり，また包摂的社会
とはどのような社会なのかを明らかにすることに
も道を拓く可能性がある．

3.2．ケイパビリティ・アプローチによる社会的
包摂の理論的定式化に向けて

3.2.1．�スポーツ参加を社会的包摂と呼ぶための
要件

　ただしセンが提示した枠組みをスポーツと社会
的包摂についての検討に応用するには，いくつか
の難点をクリアしなければならない．まず第一に，
セン自身は社会的包摂とは何かについてほとんど
言及していないから，これを補わなければならな
い．
　センに従えば，スポーツに参加するという機能
が構成的または手段的に人の福祉の評価に欠かせ
ないものであれば，そこに参加できないことが社

会的排除とみなされることになる．この場合には，
スポーツに参加するケイパビリティがない人たち
がそれをできるようにすることを，社会的包摂だ
といってよいことになるだろう．したがって次節
および次々節は，これを検討することから始める
ことになる．
　もうひとつの可能性は，スポーツに参加する機
会を，他の重要な機能達成のケイパビリティ拡大
につなげるために意図的に作り出す場合である．
ニュー・レイバー時代に生起したスポーツ・プロ
グラムはそのようなものだったし，SDP もそれ
を目指した運動であった．スポーツを起点に創出
された新しい社会関係がより広い意味でのケイパ
ビリティの拡大に寄与するならば，それは社会的
包摂だといってよさそうである．

3.2.2．メゾ構造としての「社会関係」
　第二の難点は，センのいう社会関係の意味がか
なり曖昧だということである．上述したように，
彼の挙げる社会関係の例は，単に人と関係を持つ
ことから社会を構成する諸制度（信用市場や選挙
権）へのアクセスの次元まで幅広い．社会学から
みれば，人の行為はすべからく社会関係に埋め込
まれているともいえてしまう．せっかく社会的排
除の意味を限定しても「社会関係」の意味を無差
別に適用できてしまっては，概念の適用範囲がま
た無制限に広がってしまいかねない．この問題を
解決するために，ケイパビリティ・アプローチを
社会学に接続する必要がありそうだ．
　ケイパビリティ・アプローチは，個人の効用

（＝幸福の度合い）の集積を社会的厚生と定義す
る功利主義に基づく厚生経済学主流派への批判と
して提起された（Sen, 1992）．つまりケイパビリ
ティ概念は個人の生活の良し悪しを何によって代
表させるべきかという議論への回答であり，あく
まで個人の属性として扱われる傾向にある．
　しかし，ケイパビリティとはある社会・文化的
文脈において個人が選択できる行為や状態の可能
性の幅であるから，個人の能力はもとより，制度
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的・ 構 造 的 に 規 定 さ れ て い る は ず で あ る
（Jackson, 2005）．つまりケイパビリティは，社会
学が伝統的に問題にしてきた「構造と主体」の関
係において確定する．
　センによる社会的排除の事例分析も，個人のケ
イパビリティが社会構造によって制限されるメカ
ニズムの解析だったといってよい．言い換えれば，
マクロな社会構造の部分をなし，主体との相互作
用を媒介するメゾレベルの構造のことを，社会関
係と呼んでいると考えることができる（Johnson, 
2008; Scott, 2014）．

3.2.3．�構造変容のプロセスとケイパビリティ・
アプローチ

　第三の難点は，メゾレベルに着目することで社
会的排除の因果メカニズムが特定できたとして
も，どうすればそれを覆すことができるのかは説
明できないということである．誰かが重要なケイ
パビリティを構造的に剥奪されていることが発見
されたとき，それを回復するために何が求められ
るのか．つまり社会的包摂のプロセスとは，どの
ようなものなのか．単に社会的排除の定義を反転
しただけで社会的包摂を定義したことにならない
のは，このためである．
　ケイパビリティ・アプローチは主として社会の
状態の評価に向けられたものであるから，社会が
変化するプロセスを説明しない．しかしヒントに
なりそうな論点が二つある．ひとつは，エイジェ
ンシーとしての自由という考え方である（Sen, 
1992）．ケイパビリティは人の暮らしの良し悪し
を測る指標だが，人は達成可能な機能を目一杯達
成しようとするとは限らない．ときに自分自身の
福祉を犠牲にしても，自らが信じる価値や社会的
な目標の実現のために行為することがある．これ
をエイジェンシーとしての自由と呼ぶ．排除的な
社会構造を改変していこうとする場面では，きっ
とこの自由の行使が求められることだろう．
　もうひとつは，理性に基づく討議への期待であ
る．センの思想は，人間の理性への期待に基づい

ている（Sen, 1999, 2009）．ケイパビリティ概念
には，ロールズの社会正義論の批判的更新という
意味もあった（Sen, 1992）．世に存在する理想的
な社会制度の構想はすべて何らかの意味での平等
を希求するが，ひとつの意味での平等は他の意味
での不平等を意味するから，お互いに相容れるこ
とがない（Sen, 1992）．センのケイパビリティ論
は，この概念によって代表される実体的自由

（substantive freedom）の平等を目指すべきだと
いう主張であった．
　しかし，後年センは『正義のアイデア』（Sen, 
2009）においてこの自身の立場すら相対化し，正
しいひとつの制度を目指すのではなく，受け入れ
難い不正義についての合意を基礎に，公共的討議
によってこれを解決していくことを提案してい
る．社会的排除とみなされるケイパビリティの剥
奪を特定しその解決を目指すことは，この議論に
そのまま重なる．したがって社会的包摂のプロセ
スの理論化には，センのいう公共的討議がどのよ
うに具体化されるのかという観点が組み込まれる
ことになるだろう．

3.2.4．�「重要な」ケイパビリティの選定過程に
参加できるのは誰か

　第四の難点は，この公共的討議に参加できるの
は誰なのかという問題である．討議の出発点は，
誰かの重要なケイパビリティが確かに剥奪されて
いて，これが社会的不正義だという共通認識がで
きることである．既存の社会構造上ケイパビリ
ティを制限されている人たちは，社会的マイノリ
ティであるはずだ．つまり彼らの声が公共的討議
に乗りにくいからこそ，マイノリティのままで置
かれている．とくに数の上でも圧倒的少数者で
あった場合，どのように彼らの主張が討議の俎上
に乗りうるのだろうか．
　実はこのことは，社会状況の評価にケイパビリ
ティ概念を用いることそのものにつき纏う問題で
ある．センは福祉の評価に含まれるべき機能は社
会・文化的文脈によって異なるという信念に基づ
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いて，普遍的な機能をリスト化しないスタンスを
貫いていることで知られる（Nussbaum, 2000）．
つまり具体的な機能リストを決定する作業も，公
共的討議に委ねられている．社会的マイノリティ
が公共的討議への参加において不利な立場にいる
とすれば，ケイパビリティの評価において彼らに
とって重要な機能が採用されにくい状況にあると
いうことになる．
　つまり，社会からみて「よい暮らし」や「よい
生き方」の決定に影響を及ぼす力を奪われている
ことこそが，社会的排除だといえるのではない
か．だとすれば，社会的包摂の理論は，公共的討
議における圧倒的弱者の声を掬い取り，それをマ
ジョリティ側が受け入れるべきクレイムだと感じ
られる状況に漕ぎ着けていく水路を拓くことを含
まねばならないだろう．
　以上の 4 つの難点を乗り越えることは，センの
正義論をどのように現実の社会に実装するのか，
という問いに答えることでもある．それは社会の
最も周縁に置かれた人たちのクレイムが常に汲み
上げられ，それを取り込むように社会構造が改変
される仕組みであるはずだ．包摂的社会とは，そ
のような社会なのではないか．以下では，スポー
ツという一見福祉の評価においてそれほど重要と
は思われないものを入り口に，この課題にアプ
ローチしてみよう．

4．スポーツをすることの構成的重要性

4.1．スポーツそのものは人の福祉の構成要素な
のか

　スポーツに参加するという機能は，ケイパビリ
ティの評価に含まれるだけの価値があると考えら
れるだろうか．まずその構成的重要性について検
討していこう．スポーツをすることが構成的に重
要だという場合，その社会・文化的文脈において
スポーツをすることそのものが（そこから得られ
る様々な利得を抜きにして）当該社会の構成員に
とって達成可能であるべきものとして合意される

ということになる．
　注意しなければならないのは，スポーツをする
ことがもたらすと考えられることが多い心身の健
康や交友関係，自己規律やリーダーシップ能力と
いったものは，すべてスポーツ参加が間接的にも
たらす利益であり，手段的重要性に勘定されるべ
きということである．スポーツはこれらの利益を
離れても，人の福祉にとって重要だといえるだろ
うか．
　文脈によってそう合意される場合もあるかもし
れないが，突き詰めれば「人による」というのが
答えなのではないか（Suzuki, 2005）．それがな
い生活など考えられないというほどスポーツが好
きな人もいれば，スポーツに全く関心を持てない
人や，スポーツに対して強い嫌悪感を持つ人もい
るだろう．
　もちろんケイパビリティ・アプローチでは，実
際に達成された機能とその達成可能性としてのケ
イパビリティとを区別するので，仮にスポーツを
しない選択をするとしても「したければできる」

（つまりケイパビリティがある）状態が望ましい
という主張は可能であろう．しかし「全く達成し
たいと思わない」という人の福祉にはこのケイパ
ビリティの有無が影響しないはずだから，当該社
会の構成員すべてのケイパビリティの評価に一律
に含めるのは違うのではないかと思われる．
　他方で，人によってはそれがなければ生きる意
味が失われるというほどに人を夢中にさせうるの
もスポーツであるから，そういう人の福祉の評価
に「スポーツをすること」が含まれないのも重大
な欠落のように感じられる．ではどう考えればい
いのか．

4.2．「楽しみ」の機能
　その答えは，スポーツをしたくない人が，スポー
ツをしたい人にとってのスポーツと同じ意味で重
要だと思える機能も，福祉の構成要素に含めるこ
とだ（Suzuki, 2005）．例えば「純粋な楽しみと
して行う趣味や余暇活動がある」とか，「人生に
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おいて熱中できるものがある」といった機能とし
て定義できるかもしれない．
　人によってそれは，音楽や詩作，ダンスといっ
た創作活動かもしれないし，ゲームや賭け事のよ
うな遊びかもしれないし，仕事と分け隔てること
が難しい場合もあるかもしれない．いずれにせよ

「好きな何か」に時間を投じることが人の生活の
豊かさに寄与するということについては，かなり
の程度普遍的に合意可能だと思われる．
　センとともにケイパビリティ・アプローチの発
展に寄与した M・ヌウスバウムは，その主著のひ
とつである『女性と人間開発』（Nussbaum, 2000） 
において人類に普遍的に適用されるべき 10 個の
中心的なケイパビリティのリストを提案したが，
その 9 番目に「遊び play」を挙げ，“Being able 
to laugh, to play, to enjoy recreational activities.” 

（p. 80）という短い説明を付している．スポーツ
をここに貢献する機能のひとつと考えることもで
きるだろうし，「遊び」以上の何かであると考え
ることもできるだろう．
　つまりスポーツの構成的重要性に関する本稿の
立場は次の通りである．スポーツをすることは，
普遍的にあらゆる人の福祉の構成要素だとはいえ
ない．しかし，スポーツと同等の意味を持つ他の
機能とともに，例えば「好きな何かに時間を投じ
る」機能とか「楽しみ・愉しみ」の機能と呼べる
ものを達成する選択肢を構成することで，間接的
に人の福祉を構成する要素となる．
　言い換えれば，スポーツをしやすい社会はそう
でない社会より「好きな何かに時間を投じる」と
いう機能達成のためのケイパビリティが大きいと
考えられる．ただしスポーツをしたくない人がス
ポーツをしないことを選択したときにそれを代替
する選択肢がないならば，ケイパビリティが平等
に保証されていないことになる．よって，ある文
脈においてスポーツをするケイパビリティの拡大
に社会的資源がどの程度配分されるべきかは，そ
の他の選択肢との比較によって判断されるべきで
ある．

4.3．スポーツ参加の不均衡は社会的不平等とは
限らない

　つまりスポーツをする自由があることと同様
に，スポーツをしない自由があることが重要であ
る．したがって，ある属性の人たちがスポーツを
しない傾向が強いことは，直ちに「社会的」排除
とみなされるべきではない．スポーツが個人の楽
しみとして行う活動である以上，「楽しくない」
と感じるなら参加しない自由がある．そのような
自由な不参加権の行使を「社会的」排除と呼ぶわ
けにはいかないだろう．
　もちろん，何を楽しい／楽しくないと感じやす
いかということ自体が社会構造によって強く規定
されている側面を指摘することはできる．しかし
それが確かに構造的に決定されており，なおかつ
深刻な剥奪とみなされるべきかを論証すること
は，ではスポーツを選択しなかった人は代わりに
何を選択した（しうる）のか，という問いを要請
するはずである．
　例えば女性のスポーツ実施率が男性よりも低い
ことは事実であり，社会構造上，女性のスポーツ
参加が男性と比較して困難である事情があること
は間違いない．だからといってその事実だけで「女
性」カテゴリー全体が「社会的に」排除されてい
るというのはあまりに早計だろう．逆に女性の方
が明らかに実施率の高い活動（例えば華道や茶道，
ヨガやピラティスなど）について，男性がそこか
ら「排除」されており，したがって「社会的」排
除であるとはまず考えない．ある種類の「楽しみ・
愉しみ」における不在という意味で，両者は等価
であるはずだ．
　他方，女性が男性に比べて「楽しみ・愉しみ」
を求めるケイパビリティが制限されている可能性
はもちろんある．それは例えば，余暇活動に投入
できる時間や金銭などの差として観察されるかも
しれない．それが例えば再生産労働とのトレード
オフとして説明されるなら，構造的なジェンダー
不平等の一部をなすと考えることができるだろ
う．このように「スポーツをしない」ことは，そ
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れが「他の楽しみを選択する」ことにつながって
いないという証拠と揃うことでようやく社会構造
上の不平等として析出できる．
　ここまでいえたとしても，では「好きな何か」
に時間を投じる自由度の男女格差が解消されたと
き，果たしてスポーツ参加におけるジェンダー間
の不均衡が（自由な選択の結果として）解消され
るかといえば，その保証はない．女性はやはりス
ポーツではない愉しみに時間を投じやすいままか
もしれない．つまり社会的包摂という意味での前
進が，スポーツにおける包摂に直結しない可能性
は残される．個人の「好き好き」に任せた結果と
しての不均衡までも，社会的排除の名の下に是正
されるべきとはいえないだろう．

4.4．楽しみ・愉しみの選好の構造的決定
　もし「好きな何か」を皆が同程度選べたとして
も，趣味に関わる選好が分離していることこそが
社会的な格差の反映なのだ，という主張は確かに
ありうる．ジェンダーだけでなく，階級や階層に
よって趣味の選択傾向が異なることは社会学的に
よく知られていることである（Bourdieu, 1991）．
ではこれを構造的不正義，あるいは社会的排除と
呼ぶべきだろうか．
　直感的には，社会構造上劣位に置かれている人
たちが優位にある人たちが楽しむ趣味から排除さ
れていることは社会的不正義だと考えたくなる．
例えば高額の支出が必要な活動を低所得層が楽し
むことができないことは経済的不平等であり，是
正すべきことのように感じられるかもしれない．
しかしいま想定している状況では，高所得層の人
たちが低所得層の人たちが楽しむ活動を選択する
ことも，実は同程度に難しい可能性がある．
　経済学的には，所得が高ければ余暇の過ごし方
の選択肢が多いと考えることは自然だろう．しか
し階層や階級によって趣味の選択が構造的に決定
されているのは，金銭コストが拠出可能だとして
もその他の要因（世間の目や家族の反対，物理的
環境，受け入れ側からの抵抗，心理的な恐怖や不

安など）によって選択が阻まれるからだ．これが，
構造的に趣味の選択が決定されているということ
の意味である．
　もちろん経済的不平等が著しく大きいことは，
紛れもなく社会的不正義である．しかし「楽しみ・
愉しみ」の形そのものに優劣はない（「好き好き」
なので）ことを思い起こしたとき，所得という重
要なケイパビリティにおける優劣が，「楽しみ・
愉しみ」における選好の違い

4 4

（優劣ではなく）を
手段的に導いたということに過ぎないと考えるべ
きである．
　他方，「楽しみ・愉しみ」に優劣がないと考え
た場合にも，例えば階層や格差の固定化によって
総体としてのケイパビリティの不平等が維持また
は拡大する構造に加担している可能性は否定でき
ない．この観点からこれを社会的不正義と認定す
るとすれば，それは趣味やスポーツの構成的重要
性ではなく，手段的重要性によって問題視されて
いるのである．

4.5．例外的少数者の構造的排除
　ただしこれは社会構造をマクロに観察した場合
であり，ミクロにみると話が変わってくる．構造
的にスポーツのしやすさが固定化していれば，当
然「（特定の）スポーツをしたいのにできない」
という経験を一定数生み出すことは間違いない．
　例えば幼い頃サッカーが好きだった女性が，年
齢が上がるにつれて「女子サッカー」をできる環
境が乏しいことが理由で継続を諦めるというケー
スを考えよう．女性一般がサッカーをしにくいこ
とが社会的不正義といえなくても，サッカーをす
ることがものすごく大事だと感じる女性にとって
は，受け入れ難い構造的排除として経験されうる．
　その個人にとって構成的重要性が極めて高い

「好きな何か」への参加が構造的な要因によって
阻まれてしまうとき，それが「他に代え難い何か」
であれば，深刻な剥奪と考えるべきだろう．社会
構造によって構成的に重要な社会関係に参与する
ことを阻まれているのだから，これは社会的排除
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の経験にほかならない．
　ここでは「女性だからサッカーをできない」の
ではなく，「女性は普通サッカーなんかしないの
に，（女性である）私はサッカーがしたい」とい
うことが，問題になっている．特定の「楽しみ・
愉しみ」が構造的に選択できないことが不正義と
して経験されるのは，このようにある社会的カテ
ゴリーのなかの例外的少数者である場合である．
　スポーツや「楽しみ・愉しみ」の選択を離れて
も，社会的不正義の「発見」は，しばしばこのよ
うにして起きる．あるカテゴリーに当てはめられ
た「適切さ」を越えた選択が「自分にとって価値
のあるもの」であるという主張が発せられ，それ
が周囲の共感を集めていくとき，カテゴリーの枠
が綻び，構造が変わるモメンタムが生まれうる．
その結果カテゴリーに期待される「適切さ」が変
われば，そのカテゴリーに属するすべての人がよ
り自由になることができる．
　事実，男性に比べてまだまだ不自由ではある
が，女性にとってサッカーがよりしやすい方向へ
の変化は積み重ねられてきている．それは「サッ
カーがしたい」と望む少数の女性たちと，その想
いに共感して構造に働きかけてきた人たちの主体
的選択，すなわちエイジェンシーとしての自由の
行使の結果である．
　ここでエイジェンシーとしての自由の行使を基
礎づけるものは，誰かにとって構成的に重要なケ
イパビリティの欠落であり，スポーツがときにそ
れに該当しうるということである．それは誰かに
とって構成的に重要なケイパビリティであるがゆ
えに，手段的に社会構造を変える力を持ちうると
いうことになる．圧倒的少数者によるクレイムが
社会構造を変える力を得るに至るのは，自らはも
とより他者のエイジェンシーとしての自由を巻き
込むことで，それを公共的討議の俎上に乗せるこ
とに成功するときだろう．
　しかしそのような共感は，どうして生起しうる
のだろうか．またそれは「好きなスポーツ」をす
る自由を超えて，社会的に排除された人たちの自

由全般の拡大にまで接続しうるのだろうか．次節
での手段的重要性の検討を経たのち，この点に
戻ってくることにしよう．

5．スポーツをすることの手段的重要性

5.1．スポーツの剥奪は手段的に重要な剥奪か
　前々節で整理したように，センの社会的排除論
を社会的包摂概念へと拡張すれば，スポーツをす
ることが社会的包摂とみなしうるのは，スポーツ
をすることの剥奪が構成的または手段的に重要な
剥奪である場合と，スポーツをすることを起点に
生起する新たな社会関係が構成的または手段的に
重要なケイパビリティに接合する場合のはずであ
る．なお，このとき社会関係とはメゾレベルの構
造だと理解できるから，後者はスポーツをするこ
とを含んだ新たなメゾ構造を意図的に創出するこ
とを含む．
　まず，スポーツをすることを剥奪されることが
手段的な意味で重要なケイパビリティの剥奪にな
るのかどうかを検討しよう．ある個人の経験とし
て，スポーツをすることが他の様々な便益に結び
つくことは当然想定できる．例えば，親しい友人
ができて楽しい時間を一緒に過ごせたり，体力が
ついて仕事や勉強でも粘り強くなったり，生活が
規則正しくなって効率性が上がったり，人間関係
の調整が上手になったり，交友関係が広がって
様々な機会に接続しやすくなったり，といったこ
とが挙げられるかもしれない．
　ではこのとき，スポーツをするケイパビリティ
を取り上げられたとしたら，どうだろうか．一旦
は大きな喪失として経験する人が確かにいるだろ
う．しかしこれらの便益は，スポーツを通じてで
なくても得られるものばかりである．スポーツが
あることが手段的な便益をもたらしているとして
も，それらのものを得るための他の手段が用意さ
れているならば，スポーツを奪われることは深刻
な剥奪とはみなされないだろう．
　反対に，スポーツを奪われてしまうとこれらの
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便益が得られなくなってしまう状態があったとす
れば，それこそが既に深刻なケイパビリティの剥
奪だろう．人々はそれらの便益が欲しければ，ス
ポーツをしなければならないことになる．しかし
スポーツは「好きな何か」のひとつでしかない．
スポーツが他の重要なケイパビリティに至る経路
を独占してしまえば，スポーツでないものを選ぶ
ことがそれらのケイパビリティにおける不利を確
定してしまうし，それを避けようと思えば「スポー
ツをしない自由」を奪われてしまう．
　したがってスポーツをする自由を奪われること
が手段的な意味で社会的排除とみなされてしまう
状況は，ケイパビリティ・アプローチの観点から
は存在するべきではない．しかし前節で触れた社
会的カテゴリーがある種の趣味や愉しみと結合し
てしまっている状況では，そのようなことが起き
うる．ある種の趣味が特権的な利益を維持する構
造の一部であったり，固定的なカテゴリーを再生
産する仕組みの一部である例はいくらでも挙げら
れるだろう．
　スポーツをはじめとした「楽しみ・愉しみ」に
当たる活動が排除的構造と癒着しうることを踏ま
えたとき，スポーツが参加者に多様な便益をもた
らすからという理由で参加を推進することには注
意が必要になる．新たにそこに参加できるように
なる人たちにとっては確かにそれらの便益を得る
ケイパビリティが拡大するだろうが，参加できる
人の特権性が解除されるわけではないからだ．
　このとき必要なのは，スポーツだけに紐づけら
れてしまった重要なケイパビリティを，スポーツ
から解放することである．つまり，スポーツ以外
のルートでもこれらのケイパビリティに接続でき
る状況を作り出すことである．特定の社会関係の
手段的重要性を相対化することは，その社会関係
の特権性を緩和させ，同時にそれが独占的に保障
していたケイパビリティをも特権から解放するだ
ろう．

5.2．代替的メゾ構造としてのスポーツ
　翻っていえば，もしスポーツが別の社会関係に
よって独占されている重要なケイパビリティを解
放する代替的なルートになれるなら，そのときス
ポーツはより包摂性の高い社会構造の創出に寄与
したことになる．事実，イギリスの社会的包摂政
策や SDP の文脈で生起したプログラムのなかで
成功例といわれるものには，既存の社会制度への
アクセスが制限されていたりそれがうまく機能し
ていない地域や個人に対して，スポーツをする機
会を創出することを起点としてそれらの社会制度
を代替する仕組みを組織していったものが多い

（鈴木，2008, 2014; Suzuki, 2007, 2017）．
　つまり，スポーツが社会的包摂に貢献するため
に，スポーツをしないことが社会的排除だとみな
されることが前提となるわけではない．人々に重
要なケイパビリティをもたらす社会関係（あるい
はメゾ構造）が不足している文脈において，それ
を肩代わりするような社会関係を創出することも
スポーツの手段的貢献だといえる．
　再三触れているように，このときスポーツ活動
そのものではなく，プログラムを通じて築かれる
人間関係の質やスポーツ以外のプログラムとの接
合といった要素が重要だということが繰り返し指
摘されている（Coalter, 2008; Nichols, 2007）．ス
ポーツに参加することだけでなく，それを含んだ
社会関係の総体をどのように構築するのかが問わ
れるのである．

5.2.1．�プログラムの継続性とスポーツの構成的／
手段的重要性

　さて，あるスポーツ・プログラムが，既存の社
会制度の不備を補い，そこにアクセスできなかっ
た人たちに剥奪されたケイパビリティの獲得を促
す代替ルートとなるメゾ構造と呼べるまでに至る
には，一定以上の時間を要する．つまり，プログ
ラムの継続性が必要不可欠である．その過程で組
織が学習を繰り返し，参加者にとって構成的にも
手段的にも重要なケイパビリティへのアクセスを
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拡大したり安定させたりするようにプログラムの
改善が行われる（Suzuki, 2007, 2017）．
　事業の継続を担保するのは外部から獲得される
経営資源である．多くの既存事例は非営利事業で
あり，金銭的資源について助成金や寄付金に依存
している．資金提供者がこれらの事業を支援する
のは，HIV/AIDS の予防や治療，若者の犯罪防
止につながる等，主として手段的重要性のためで
ある．社会の側からみて重要な

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ケイパビリティを
剥奪された人たちが，そのケイパビリティを回復
することにつながっているとみなされる必要があ
る（Suzuki, 2017）．
　非営利事業を成り立たせるために不可欠なもう
ひとつの資源は，人的資源である．この場合の人
的資源には，事業を運営するスタッフとプログラ
ムの参加者とを含む．いずれも十分に多くの人数
を継続的に確保するために，その事業がスタッフ
や参加者にとって構成的な重要性が高いことが重
要になる．もちろんなかには手段的重要性に惹か
れて参加する人もいるだろうが，継続的な拡大に
成功する事業ほど参加者にもスタッフにもそれが

「好きな何か」になっている傾向がみられる（鈴木，
2014）．
　ここで，スポーツが大きな威力を発揮する．そ
の事業が外向きには何らかの手段的重要性に向け
られているのにもかかわらず，そこに関わる人に
とって構成的に非常に重要だと感じられるために，

「好きなスポーツ」がその社会関係の中心にあるこ
とが大きく影響するのである（鈴木，2014; Suzuki, 
2017）．

5.2.2．�スポーツを通じて見出される少数者のケ
イパビリティ

　これだけでは，手段的重要性によって金銭的資
源が，構成的重要性によって人的資源が，それぞ
れ継続確保しやすくなるということに過ぎない．
スポーツの構成的な重要性に惹かれて人が多く集
まっているからといって，手段的な意味でのケイ
パビリティの拡大が約束されるわけではない．だ

からこの 2 つが，実際にどのように接続している
のかが問われる．
　スポーツを通じて社会的包摂を目指そうとする
プログラムは，その事業の発案者が，社会的排除
の状態にある人たちを惹きつける構成的な重要性
をスポーツが持ち，また社会的に価値があるとさ
れる手段的な重要性にもつながると確信するから
こそ生み出される．しかし事業開始時点では，発
案者自身もそこに集まってくる「排除された人た
ち」のことをよく知らない．
　そもそも社会的に排除された状態とは，その人
たち自身にとってどんなケイパビリティが価値あ
るものとみなされるのかということが不可視化さ
れている状態なのであった．スポーツを通じて彼
らと関係を築くことは，それが見出されていく端
緒となる．このとき社会的に排除された対象であ
る人たち自身にも，自らのニーズを自覚したり，
言語化したりすることに困難が伴う場合がある．
　例えば，精神障害やひきこもりの当事者たち
は，「普通」に生きることができないということ
に苦しさを感じており，できるならば「普通」で
ありたい，「普通」に戻りたいと望むことがある．
彼らがうまく適合できなかった社会において支配
的な価値観を，強く内面化しているということで
ある（MacDonald & Marsh, 2005）．
　また知的障害や発達障害，重度の疾患等を抱え
ている場合，自らのニーズを言語的に表現した
り，論理的に会話をしたりする術を持たないかも
しれない．移民や難民の人たちが母国で許された
暮らし方をなるべく維持したり言葉が通じる同士
で支え合ったりするために集住することは自然な
選択だが，ホスト社会と切り離された行動様式や
価値観の体系が温存され過ぎれば，相互理解の
ハードルが高くなってしまう．
　このように様々な事情で，何が価値のあるケイ
パビリティとみなされるべきかという公共的討議
への参加を阻まれている人たちと，スポーツを通
じて出会うことができる．そのとき，出会う前に
抱いていた先入観や偏見が解かれ，相互理解の扉
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が開く．つまりスポーツによって開かれた社会関
係 が 対 話 の 場 と し て 機 能 し て い く（ 鈴 木，
2025a，2025b）．
　プログラムを提供する側は，こうして包摂した
い人たちの福祉にとって重要性の高いケイパビリ
ティの束を見出し，それが得られるようにプログ
ラムを改善していく．スポーツ活動の現場で提供
できるケイパビリティは限られているので，既存
の社会を構成する別のメゾ構造へと橋渡しするよ
うなプログラムを付帯させていくことになるケー
スが多い．また特定のスポーツは特定の層の参加
者と結びつきやすいから，スポーツや楽しみ・愉
しみの次元でより強く剥奪を経験している層に
とって構成的重要性の高い活動を提供する改善が
行われることも多い（Suzuki, 2017）．

5.3．共感の基礎としての「楽しさ」のケイパビ
リティ

　このようにスポーツを起点とした新しい社会関
係を，そこに接続する「排除された人たち」にとっ
て構成的にも手段的にも重要なものにしようとす
るのは，そのプログラムを主宰する実行者のエイ
ジェンシーとしての自由の行使によってである．
また彼らがそれを十全に行使することは，社会的
排除を経験している当事者たちの声を人の福祉を
構成するケイパビリティについての公共的討議の
俎上に乗せることを含む．これはつまり，当事者
自身のエイジェンシーとしての自由の行使を促す
ことである．この新たなメゾ構造が維持・拡大さ
れるためには，プログラムに資源を投じる主体（運
営スタッフや資金提供者）が公共的討議に新たに
提出されたクレイムに共感し，これがマジョリ
ティの声へと転化されていく必要がある．
　スポーツがこの共感の拡大を駆動する力になる
のはなぜか．あるいはどのようなときか．上述し
たそのスポーツが多くの人にとって構成的価値が
高いことは，説明の一部にしかならない．既存の
構造において，特定のスポーツは特定の社会的カ
テゴリーと親和的になりやすいから，大人数を集

めるスポーツはマジョリティの価値観との親和性
が強い可能性が高い．スポーツが社会構造を変革
する力を持つのは，むしろ社会通念上その人に
とって構成的重要性が低いようにみえるのに，実
は潜在的にとても重要なものとしてそれが見出さ
れるときである．
　例えば，ホームレス支援としてサッカーを行っ
ていると聞いたとき，多くの人は意外に思う（鈴
木，2025a）．衣食住が足りていないのに，彼らは
スポーツなんかしたいのか，と．この反応はもち
ろんホームレス問題への理解不足に基づいている
のだが，だからこそ「ホームレス・サッカー」と
の出会いが彼らの社会通念を更新する契機となる．
　このとき先入観を更新する基礎となるのは，ど
んな状況に置かれても人は楽しみや愉しみを持っ
て生きていたいはずだ，という感覚である．この
ときその人にとってサッカー自体が楽しいもので
ある必要はない．「好きな何か」に時間を投じる
ことの重要性に想いを馳せることができれば，共
感は成立する．
　だから実は「ホームレス・サッカー」に参加す
る当事者にとって，サッカー自体が構成的にそれ
ほど重要でなくてもよい．重要なことは，彼らの

「楽しみ・愉しみ」を求めるケイパビリティが大
きく剥奪されていた事実である．サッカーをする
ケイパビリティがあることは，そこから一歩前進
したことに過ぎない．彼らにとってより構成的重
要性の高い「楽しみ・愉しみ」は，これから見出
されていくのかもしれない．
　もっというと，社会から排除されていた人たち
にとっては，既存のスポーツはとても排除的な

「楽しみ・愉しみ」になっている可能性がある．
競争的であることや，身体的な強さや認知的な能
力が優劣を決めてしまうことなど，現代のスポー
ツ的価値観は支配的な社会通念と適合しやすいか
もしれない．だから彼らにとってスポーツが「楽
しみ・愉しみ」の選択肢となり，それを中心に形
成される社会関係自体が構成的に重要なものにな
るためには，スポーツの「楽しさ」を再構築する
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ことが求められる．
　このことに焦点化しているのが，NPO 法人ダ
イバーシティサッカー協会の実践である．ダイ
バーシティサッカーの現場では，そこに集まった
人たち全員が楽しむことができるように，サッ
カーのあり方を対話を通じて変化させるという手
法を取る（鈴木，2019, 2020, 2025b）．参加者は，
ルールを変化させることで楽しさの配分を変化さ
せられることを体験することになる．その過程
で，何を楽しいと感じ，何を楽しくないと感じる
のか，そしてそれはなぜなのか，その多様性を感
じることもできる．「楽しい」という皆が同じよ
うに価値を見出せる状態に至るために，人それぞ
れに多様なアプローチが必要になるという共通了
解が形成される．
　このようにスポーツが「楽しい」という誰にで
も共感可能な感覚とつながっていることが，一緒
にスポーツをする人たちとの共感を育み，それぞ
れが抱える背景を含めた相互理解を促す力になり
うる．これを契機としたメゾ構造としての社会関
係が，どこまでその外側のマクロ構造に切り込む
力を持つかは，未だ確定できない．しかし「楽し
さ」を求めるケイパビリティの普遍的な構成的重
要性が認められ，すなわち誰もが「好きな何か」
に時間を投じる自由を認められるならば，既存構
造における圧倒的な少数者とマジョリティとの共
感が成立する基礎になりうる．

6．おわりに

　社会的包摂について語ろうとするとき，いつも
不確かな感覚が伴う．インクルージョンを目指そ
う，インクルーシブな〇〇を目指そう，と言われ
ても，なんとなくわかった気になれる人もいれ
ば，何をどうしたらいいのかまるでわからないと
いう人もいるだろう．それはきっと，社会的包摂
が（少なくとも完全な形では）まだこの世に存在
していないからだ．この言い方にすら，不確かさ
を覚える．社会的包摂とは，状態なのか，行為な

のか．結果なのか，プロセスなのか．存在を同定
できないものを，私たちは語ることが苦手である．
　その点，社会的排除の方が，幾分かわかりやす
い．それは歴史のある時点で存在した状態への名
付けであったからだ．もちろん当初からこの名付
けに対しての異論や批判はあった．それでもそれ
が名指す対象としての「問題」が確かにそこにあ
ることは，広く同意されていたといっていいだろ
う．いまに至っても，特定の人や集団が社会のな
かで不当に機会を奪われているといえる具体例
を，いくらでも挙げることができる．
　学校に行けなくなっていること．性別や性的指
向や国籍その他の出自によって，就職や昇進等に
おいて差別されること．家がない等の極端な貧困
状態にあること．何らかの障害があるために，い
つでも一人で出かける自由がないこと．紛争や迫
害等のために帰る国がないのに，助けを求めた先
の国でも国籍や市民権を得られないこと．幼くし
て親元を離れなければならず，教育を受ける機会
も，人並みに遊ぶ機会も，限られてしまうこと．
こうしたことはすべて「本来あるべきでない状
態」，すなわち社会的不正義として認識可能である．
　誰かが（本人の責めに帰せない事由により！）
人並みに社会生活を送れないことを「不当」とし，
これを正すべきものとして認定する．その認証ラ
ベルとして，あるとき「社会的排除」が採用され
た．問題が誰かが「社会」のなかに入れないこと
なのであれば，当然その人に「社会」のなかに入っ
てもらうことがソリューションとなる．こうして

「社会的排除」として認定された広範な問題のす
べてを解決していく営みの総称として「社会的包
摂」が採用されることになる．
　しかし「包摂」を「排除のない状態」だとする
と，そんな状態は一向に訪れそうにない．「これ
は排除です」はいえても，「これで包摂は済みま
した」はいえそうもない．だから「包摂的社会」
という状態（言葉の性質上「社会」は「状態」で
あるはずだ）が「包摂が完了した社会」だとすれ
ば，それはきっと永遠に訪れない．では「包摂的
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社会」とは何なのかといえば，それはきっと「排
除」が見出されるたびに「包摂」しようとするこ
とにコミットしている社会を指すのではないか．
だとすれば社会的包摂は，終わりのないプロセス
として存在すると考えるべきなのだ．
　本稿は，以上の問題意識に基づいて，スポーツ
を起点として社会的排除／包摂概念をできるだけ
精緻に定式化することを目指した．とくに，社会
的排除概念についての A・センの批判的検討を
引き継ぎ，その対義語とされる社会的包摂概念が

（当時の社会的排除同様に）無軌道に濫用されな
いよう，これを社会変革プロセスの理論として定
位することを試みた．とりわけスポーツは，人に
よって肯定的な経験とも否定的な経験とも強烈に
結びついており，そこへの「包摂」を進めること
がある種の暴力性を帯びかねないことについて警
鐘を鳴らしたかった．他方，スポーツが確かに排
除的構造を覆すことにつながる潜在力を秘めてい
ることも，示したかった．
　スポーツが多くの人に生き甲斐をもたらし，生
活や人生を充実させてくれるものであることは間
違いない．しかしそれはスポーツだけの特権では
ない．むしろスポーツが社会構造上の特権と癒着
しうることを自覚し，これを解体することに寄与
できなければ社会的包摂とはいえない．スポーツ
を剥奪されることが社会的排除になってはならな
いから，スポーツからの排除だけを問題にするの
ではなく，排除的構造を補完する代替的なメゾ構
造を創り出す起点としてスポーツを活用すべきで
ある．
　鍵を握るのは「楽しさ」を追求する自由（ケイ
パビリティ）である．それは普遍的な共感の礎と
なりえ，したがって排除されたマイノリティに
とっても，包摂を目指すマジョリティにとって
も，自らのエイジェンシーとしての自由を行使す
る基盤となる．A・センのいう公共的討議は，必
ずしも理性だけに依存するものではないはずだ．
むしろ言語化されないクレイムを，身体から発せ
られるメッセージを含めて拾い上げ，討議の俎上

に導いていく対話の回路が必要で，スポーツはそ
のプラットフォームとなる可能性をも秘めている．
　以上の論点について，本稿は十分な例証や先行
研究への言及をしきれなかった．今後の課題とし
たい．
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What can sport do to help create the inclusive society?

Naofumi Suzuki
Professor, Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University

　 The concepts of social exclusion and inclusion have gained global currency, and yet the ambiguity in their 
meanings is generally deemed problematic.  In particular, often overlooked is the distinction between sporting 
inclusion and social inclusion through sport.  This article builds on Amartya Sen’s critique of social exclusion in 
an attempt to theoretically formulate the process of social inclusion promoted by sport.  While the functioning of 
“participating in sport” in itself does not directly constitute every individual’s well-being, it indirectly contributes 
to the breadth of choices comprising the capability of “spending time doing what one truly enjoys”.  Although 
being deprived of the opportunity to participate in sport may not necessarily be the manifestation of social 
exclusion, sport’s potential to promote social inclusion lies in its role in the creation of an alternative meso-level 
structure to supplement the existing social structure when it is found exclusionary against certain individuals.  
This process would involve the activation of agency freedom of both majorities and minorities in society, based 
on the empathy rooted in the shared sense of importance placed upon the freedom of “doing what one truly 
enjoys”.

Key words: social exclusion; social inclusion; capability approach; agency freedom; diversity soccer
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1．はじめに

　日本は世界でも類をみない速さで高齢化が進ん
でおり，直近の高齢社会白書（内閣府，2025）に
よると，高齢人口は 3,624 万人，つまり総人口の
29.3 ％が 65 歳以上であることが報告され，この
割合は今後も上昇していくことは確実な情勢とさ
れている．健康上の問題で日常生活に制限なく過
ごすことのできる期間を示す健康寿命について
は，2024 年では男性が 72.57 歳，女性は 75.45 歳
であることが報告された（厚生労働省，2024）．
男女とも 80 歳を超える平均寿命との差にみる高
齢化問題の背景には，介護需要や慢性疾患の増大
だけでなく，孤立やフレイル（心身の脆弱化），
サルコペニア（加齢性筋肉減弱症）による生活の

質（QOL）の低下などが潜んでおり，独居・老
老世帯の増加や地域コミュニティ機能の変容と
いった顕在化する保健・医療・福祉の横断的な課
題に向き合うことが求められている．健康寿命の
延伸は，高齢者の生活の質の維持に期待できるだ
けでなく，国が抱える医療費を含めた社会保障費
の問題にも寄与できるものとされている．
　高齢人口が増加し続けている現代社会において
注目すべきことの一つが，高齢者が健康かつ自立
的に生活し続けることを支援する福祉とスポーツ
を組み合わせた視点である．その具体的な方策の
一つとして，スポーツ活動を通じた健康づくりが
挙げられる．高齢者にとって運動やスポーツは，
身体機能の維持・向上や転倒リスクの減少，特に
定期的な運動は筋肉の維持や関節の柔軟性を保

特集論文：社会的包摂とスポーツ

高齢者福祉におけるスポーツの役割と可能性
―加齢とともに多様化するスポーツライフに着目して―

谷　めぐみ
摂南大学現代社会学部講師

	 ◦ 要約 ◦ �

　本稿は，スポーツが高齢者福祉に果たしうる役割に着目し，スポーツ活動の目的や楽しみ方が多様
化していることについて，中高齢者の運動・スポーツ実施の現状とニーズを直近のデータから探り，
アクティブシニアのスポーツライフの拡がりを検討するものである．その中で，マスターズスポーツ
に関する大会やイベントを取り上げ，国内外で活躍するシニアアスリートの語りから，高齢者福祉に
おける「スポーツのちから」を考察した．シニア世代のスポーツ愛好者は，大会参加と競技のための
練習を通して「自分の居場所」をみつけ，目標を持って取り組んでいる．さらに，マスターズの競技
会に参加することは，健康維持や社会参加を促進し，挑戦し続けることによる自己実現を追求するこ
とにあろう．高齢期のスポーツは，習慣化を促すだけでなく，競技や交流などの多様なスポーツライ
フへの理解を示しながら，文化的・社会的な側面を推進していくことが期待される．

�

◦ Key words：�高齢者，スポーツライフ，マスターズスポーツ，アクティブシニア，ライフスタイル
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ち，日常生活で自立した生活を続けることができ
る活動である（田中，2007）．さらには，自宅か
ら外に出て他者とのかかわりを通して取り組むこ
とで，認知機能の低下防止や精神的な安定，地域
社会とのつながりを促進することにも期待でき
る．特に近年は，「健康寿命の延伸」や「地域包
括ケア」を踏まえた健康づくりの文脈の中で，ス
ポーツを高齢期の健康・福祉政策の一部として位
置づけようとする動きも活発化している（内閣府，
2025）．各自治体では，このような福祉とスポー
ツの相互関係に着目し，健康や福祉，スポーツの
関連部署課が横のつながりを保ちながら様々な取
り組みが進められている．高齢者福祉に着目する
と，一人ひとりの尊厳を守り，その人らしいライ
フスタイルを支援する取り組みの充実が図られ，
他者との交流を伴うレクリエーションや誰もが楽
しめるユニバーサルスポーツといった，身体活動
全般を含むスポーツ活動は，社会活動への参加を
促す実践領域の一つとなっている．特に，健康状
態が比較的良好で，社会的活動に積極的に参加す
る高齢者層は「アクティブシニア」と呼ばれ，従
来の「支援を要する高齢者」というイメージを大
きく転換させている．
　高齢者のスポーツ推進にみる政策的文脈では，
第 3 期スポーツ基本計画（スポーツ庁，2022）に
おいて，今後 5 年間に総合的かつ計画的に取り組
む 12 の施策の一つに「スポーツによる健康増進」
が掲げられている．日常的なウォーキングや体
操，筋力トレーニングなどを通して，健康づくり
や体力の維持・向上に意欲的で活動的なアクティ
ブシニアを多くみかけるようになった．一方で，
スポーツの本質的な楽しみ方でもある「競う・磨
く・極める」ことを意識したマスターズスポーツ
への参加率は依然として高くはない．その背景に
は，体力や健康上の問題，経済的制約や参加意欲
の欠如にかぎらず，身近な環境や人的資源の不
足，交通手段や参加への入り口といったアクセシ
ビリティに対する不安など，様々な障壁が存在し
ていることが推察される．また，政策や制度面に

おいても，高齢期のスポーツに対するステレオタ
イプ的な施策は少なからず存在しており，竹﨑

（2015）の指摘にもあるように，スポーツを愛好
し価値を構築する高齢層への理解と議論が十分に
できているとは言い難いことも推察される．人生
100 年時代を迎えた今，中年期から老年期にかけ
ての一人ひとりの活動的なライフスタイルの構築
と拡充を図ることは喫緊の課題となろう．そのた
めにも，高齢期における運動やスポーツの価値と
可能性を見出しながら，高齢者福祉の分野に資す
る方法論や選択肢の充実と議論が期待される．
　本稿では，スポーツが高齢者福祉に果たしうる
役割を多角的に考察し，その価値と可能性につい
て論じることを目的とする．まず，高齢者におけ
るスポーツ活動の目的や楽しみ方が多様化してい
ることについて，50 歳以上の中年期も含めたシ
ニア世代の運動・スポーツ実施の現状とニーズを
直近のデータから探る．次に，生涯スポーツイベ
ントの一つであるマスターズスポーツに関する大
会やイベントに着目し，中高齢期におけるスポー
ツライフの拡がりを展望する．最後に，国内外で
活躍するシニアアスリートの語りを通して，高齢
者福祉における「スポーツのちから」がどのよう
に寄与できるかを探る．

2．中高齢期の運動・スポーツ実施の動向

　かつてスポーツは，競争的でチームプレイを重
視した若年層の活動とみなされ，高齢者には健康
維持のための穏やかな運動が奨励されてきた．し
かし，昨今の高齢期におけるスポーツ推進におい
ては，各人が無理なく楽しく継続できる運動やス
ポーツをみつけ，それぞれのペースで取り組むこ
とのできるプログラムや活動が推奨されている．
その一方で，年齢に囚われることなく夢や目標に
挑戦し続ける中高齢者の数は増えていることが報
告され（健康・体力づくり事業財団，2009），現
在もその潜在層と活動ニーズのボリュームは拡大
していることが予想される．この章では，中高齢
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期の運動・スポーツの実施について，各種調査
データからその動向をみていく．

2.1．中高年人口のスポーツ参画とその便益効果
　2007 年に始まった東京マラソンの成功をきっ
かけに，全国各地でフルマラソンの大会が開催さ
れるようになった．国内の市民ランナーは約 900
万人と言われており，2024 年には全国 47 都道府
県でフルマラソンのイベントが実施されている．
50 歳以上のフルマラソンの完走者数をみると，
2024 年度は 50 代が 9 万 83 人，60 代以上が 3 万
6,664 人と過去最多を更新しており（一般社団法
人アールビーズスポーツ財団，2025），シニア世
代のフルマラソン人口は増えていることが推察さ
れる．さらに，笹川スポーツ財団（2022）による
と，年 1 回以上のジョギング・ランニング実施率
は，ここ数年のジョギング・ランニングブームを
牽引していた 20 ～ 50 歳代は減少しているが，そ
の一方で，60 歳代と 70 歳代の実施率に上昇傾向
がみられる．このことからも，健康維持や体力向
上のためだけでなく，ランニング愛好者としてマ
ラソン大会やイベントでの目標タイムの更新や仲
間と競い合うことも目的としながら，日々トレー
ニングに励む高齢ランナーも多数存在しているも
のと考える．
　スポーツを実施している高齢人口を概観する
と，週 1 回以上の運動・スポーツ実施率は，男性
全体の平均が 55.6 ％であり，60 代については
56.7 ％，70 代が 69.1 ％で，女性全体の平均が
49.6 ％であり，60 代が 55.2 ％，70 代が 67.4 ％と，
男女ともシニア世代のスポーツ実施は平均を上
回っている（スポーツ庁，2025）．実施種目につ
いても，ウォーキング（散歩）やランニング（ジョ
ギング）・マラソン・駅伝，体操，トレーニング
といった健康志向の運動種目にかぎらず，テニス
やバドミントン，野球といった競い合うことや記
録の追求などを目的とした競技スポーツに至るま
で，多様な志向を持った高齢者の姿も少なからず
みることができる．

　また，スポーツ庁（2017）が第 2 期スポーツ基
本計画において，「スポーツ参画人口」の拡大を
施策に掲げたように，スポーツは「する」ことに
注目されがちではあるが，身体的な理由や苦手意
識，また年齢などの阻害要因を背景に，「する」
人口になれない者も多い．そのため，ライフステー
ジに応じて，プロスポーツ選手やアスリートの活
躍の応援や観戦といった「みる」ことや，イベン
トや大会を支援するボランティア活動，子どもた
ちにスポーツを指導する「ささえる」ことなど，
多様な参画の仕方が描かれている．この「する・
みる・ささえる」というスポーツ参画には，取り
組み方によって幸福感に差があり，複合的な参画
ほど幸福感が高まる傾向がみられること，「する・
みる・ささえる」すべてに参画した者は，日常生
活での幸福感が最も高いことが報告されている

（スポーツ庁，2025）．
　このようなスポーツ参画や社会参加といった活
動は，いずれのかかわりであっても参加し，継続
することで，生きがいや楽しみなどの恩恵や便益
を得ることができる．特に高齢期においては，こ
れらの活動を通じて社会とのつながりを維持し，
心身ともに健康で充実したライフスタイルを送る
ことが期待される．長ヶ原（2007）は，高齢者の
スポーツ参加による恩恵や便益は，健康・身体的
効果や心理・精神的効果だけでなく，教育・労働
的効果や社会経済的効果，社会集団的効果，社会
文化的効果にも及んでいることを指摘している．
また，高齢期の社会参加については，心身の健康
にもたらす効用に関する研究も蓄積されつつあ
り，近年では，高齢期の運動やスポーツ参加によ
る身体機能の維持（河野ら，2021）やフレイル予
防（河村・齋藤，2022），QOL（曽賀野・木村，
2017）および他者との交流の増加（大井ら，
2025）などに有効であることが報告されている．
身体活動および社会活動への参加頻度が高い高齢
者は QOL が良好であること（竹内ら，2013）や，
高齢期における社会活動への参加で得た仲間との
情緒的つながりが，主観的幸福感に良い影響を与
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える可能性がある（崔ら，2021）ことを明らかに
していることから，外出によりスポーツなどの身
体を動かす機会を得ることや，生きがいづくりに
つなげていくことが求められよう．
　これまで高齢者や女性は，身体的に虚弱であ
り，社会的にも弱者な存在として扱われてきた過
去がある（Featherstone and Wernick, 1995；
Shephard, 1997；Birren and Schaie, 2006）．高齢
期における運動やスポーツに関しては O’Brien 
Cousins and Burgess（1992）が指摘するように，
加齢による体力や身体能力，技術などの衰えは，
自然で必然的な結果として出現する現象であるこ
とから，リハビリテーションや疾病・介護予防の
ための軽微な強度の身体活動が適切であるかもし
れない．しかしながら，近年は，運動やスポーツ
を実施するシニア世代の取り組み方をみると，疾
病予防や介護予防にかぎらず，嗜好や目的，楽し
み方は多種多様にあると感じる．彼らがスポーツ
活動により得られる恩恵や便益は，身体機能の維
持や介護予防，フレイル予防にとどまらない，
様々な目的と楽しみ方を持って取り組まれている
と推察できよう．

2.2．シニア世代にみるスポーツの目的と実施
ニーズ

　50 歳以上の運動やスポーツを実施する目的は
何であろうか．そのことについて，直近の全国調
査のデータ（スポーツ庁，2025）をみると，約 8
割が「健康のため」と回答している．一方で，少
数ではあるものの，「自己の記録や能力を向上さ
せるため」（50 代が 7.2 ％，60 代が 6.0 ％，70 代
が 5.5 ％）といった向上心や競技志向を目的とし
て実施している様子も見受けられる．このデータ
に注目すると，13 年前の報告（文部科学省，
2013）にみる割合よりも 2 ～ 5 ポイントほど高く
なっており，性別でみると，男性の 50 代が 4.9
ポイント，60 代が 1.5 ポイント，70 歳以上が 3
ポイント，女性の 50 代が 4.4 ポイント，60 代が
2.3 ポイント，70 歳以上が 1.3 ポイント上昇して

いる．健康のために運動やスポーツを実施してい
るシニア世代はどの時代も多いが，各種大会およ
びイベント参加や日常的なトレーニングにおいて
も，精力的に取り組むスポーツ愛好者が男女とも
徐々に増えてきていることが推察できよう．
　では，スポーツの実施に関してシニア世代の活
動種目のニーズは，どのぐらい拡がりをみせてい
るのであろうか．長ヶ原（2007）は，今後始めて
みたい運動・スポーツ上位 30 種目について種目
系に分類し，実施希望種目の幅の広さについて説
明している．そこで本稿では，笹川スポーツ財団
が実施している全国調査（笹川スポーツ財団，
2024）のデータを用い，直近の実施ニーズを把握
するため分析を試みたところ，図 1 に示す上位
30 種目がみられた．
　まず，「歩行・走力系（ウォーキング，散歩，
サイクリング，ジョギング・ランニング，なわと
び）」が 5 種目，「体操・ダンス・トレーニング系

（体操，筋力トレーニング，ヨーガ，ピラティス，
フラダンス）」が 5 種目，「水泳系（水泳，アクア
エクササイズ）」が 2 種目，「球技・チームスポー
ツ系（卓球，ボウリング，バドミントン，グラウ
ンドゴルフ，硬式テニス，キャッチボール，野
球）」が 7 種目，「アウトドアスポーツ系（ハイキ
ング，登山，ゴルフ（コース），ゴルフ（練習場）），
キャンプ，乗馬」が 6 種目，「ウォーター・マリ
ンスポーツ系（釣り，海水浴）」が 2 種目，「ウィ
ンタースポーツ系（スキー，スノーボード）」が
2 種目，「武道系（太極拳）」が 1 種目と，今後の
参加意欲が示されている．長ヶ原（2007）の報告
から 20 年近くを経て，新たに体操・ダンス・ト
レーニング系ではピラティスとフラダンスが，球
技・チームスポーツ系ではバドミントンとキャッ
チボール，野球が，アウトドアスポーツ系では
キャンプと乗馬が，ウィンタースポーツ系ではス
ノーボードが，今後の参加意欲を示す種目として
加わっている．これまで様々な調査において，歩
行・走力系および体操・ダンス・トレーニング系
の単独でも実施可能な活動種目については，実施



77

人間福祉学研究　第 18 巻第 1 号　2025．12

率が比較的高く示される傾向にあることを確認し
ていたが，今回の分析では，球技・チームスポー
ツ系において 7 種目と拡がりがみえた．希望種目
のトレンドはその時々で変化するであろうが，自
分の時間の都合で行う単独実施の種目だけでな
く，仲間と集い，チームやペアによる種目への参
加も増えてきていることが推察できよう．

　それでは，シニア世代の運動・スポーツ実施の
目的や楽しみ方については，どのような傾向を示
すのであろうか．図 2 は，関西広域連合（2019）
で用いられた運動・スポーツ実施の目的や楽しみ
方に関する調査項目をもとに，2022 年 2 月に S
市で実施された市民の運動・スポーツに関する意
識調査のデータから，50 歳以上を含むシニア世

図 1　50 歳以上の今後行ってみたいスポーツ種目（上位 30 種目）
※笹川スポーツ財団が公開している「スポーツライフ・データ 2024」の最新のデータを用い筆者が作成．



78

代を抽出し，二次分析をしたものである．各ス
ポーツ参画志向の割合をみると，健康や体力の維
持・増進に関する「ヘルススポーツ志向」は，実
施率・希望率ともに最も多い割合を示している
が，娯楽や交流，余暇を目的とした「レジャース
ポーツ志向」を楽しむ中高齢者の姿もみられる．
その中には，技術向上や競技・競争を目的とした

「マスターズスポーツ志向」で既に取り組んでい
る者だけでなく，年齢に囚われることなく，夢や

目標に挑戦し，競い合いや記録更新を楽しみたい
と考えているシニア世代も少なくない．また，ス
ポーツ観戦や用具の購入を目的とした「スポーツ
消費志向」や，スポーツボランティアや指導など
を目的とした「スポーツ支援志向」の中高齢者も
みられ，様々な目的や楽しみ方でスポーツにかか
わっていることがわかる．そして，シニア世代の
スポーツ参画を促すには，今後取り組んでみたい
という希望を持つ人々が実現できるような機会提

図 2　スポーツ参画志向別にみた実施状況と希望するかかわり方
※第 3 次 S 市スポーツ推進基本計画を策定するにあたり実施された市民意識調査のデータをもとに筆者が作成．

ヘルススポーツ志向 
「健康増進型」

レジャースポーツ志向 
「余暇充実型」

マスターズスポーツ志向 
「目標挑戦型」

スポーツ消費志向

スポーツ支援志向
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供やアプローチの充実を図っていくことが重要で
あろう．
　近年，アクティブシニアがスポーツ活動を通じ
て心身の健康を維持するとともに，社会的役割を
果たしている点に注目されているが，中高年ス
ポーツ愛好者の中には，記録・技術向上や目標達
成のために自らに厳しいトレーニングを課し，陸
上競技や水泳といった個人スポーツだけでなく，
ハイインパクトスポーツと呼ばれるサッカーやラ
グビーなどのチームスポーツに取り組む者もいる

（柴田ら，2018）．海外では，1932 年に英国でマ
スターズ陸上競技会が始まり，シニア世代に開か
れた競技会でもあるマスターズやベテランズの大
会が数多く開催され，競技を楽しむ文化があった

（Grant，2001；Dionigi，2006）．マスターズスポー
ツという用語に関しては，高齢者だけを対象とし
た一部の人々のためだけのエリートスポーツとい
う固定観念があったが，マスターズスポーツの国
際振興機関である国際マスターズゲームズ協会

（International Masters Games Association，
website）は，「Sport for Life（人生のためのスポー
ツ）」という理念を掲げ，30 歳以上の成人・中高
年の誰もが国際舞台でスポーツの競技を楽しむこ
とを可能にするワールドマスターズゲームズを開
催している．次章では，国内の生涯スポーツイベ
ントの取り組みを踏まえた上で，生涯スポーツの
世界大会であるワールドマスターズゲームズを事
例として，高齢者福祉とスポーツの関係性をみて
いきたい．

3．中高齢者を対象とした生涯スポーツイベ
ントの動向

3.1．国内の生涯スポーツイベント
　高齢化の進展とともに，人々のスポーツ参加に
対する目的やニーズ，潜在性も多様化している中
で，各自のライフスタイルや年齢，体力や運動技
能，興味などに応じて取り組むことのできる生涯
スポーツが拡がりをみせている．特に，中高齢者

を対象としたスポーツイベントが国内外で増えつ
つあり，「競う・磨く・極める」ことを意識した
シニア世代のスポーツ愛好者の活動機会が増加し
ている．
　国内では，60 歳以上の高齢者が中心となり各
種スポーツ大会や文化イベントに参加できる「全
国健康福祉祭（ねんりんピック）」が，総合的な
祭典として開催されている．1988 年に「いのち
輝く長寿社会」をテーマに神戸市で 3 万人の参加
者から始まり，コロナ禍で中止になった期間を除
き，ここ数年は 50 万人を超える参加規模の一大
イベントとなっている．厚生労働省（website）
によると，「スポーツや文化種目の交流大会を始
め，健康や福祉に関する多彩なイベントを通じ，
高齢者を中心とする国民の健康保持・増進，社会
参加，生きがいの高揚を図り，ふれあいと活力あ
る長寿社会の形成に寄与する」ことを目的として
開催している．ソフトボールやテニス，卓球，グ
ラウンドゴルフなどの各種スポーツ交流大会が行
われており，各都道府県や政令指定都市が予選会
を開催し選考された人が，各都道府県の社会福祉
協議会や関連団体から代表選手として派遣され，
地域や年齢を超えて技を競い合うことを楽しめる
ようになっている．他方では，子どもから高齢者
まで障害のあるなしにかかわらず，誰もが参加で
きるニュースポーツ大会や，健康づくり教室，健
康フェアなども開催されている．ねんりんピック
は，健康や福祉にも関心のある高齢者を対象とし
た門戸の広いイベントであることが特徴であり，
スポーツ競技やイベントへの参加を通して，高齢
者の社会参加や生きがいづくりを促す取り組みの
一つと言えよう．
　また，日本スポーツ協会が主催する「日本ス
ポーツマスターズ」は，スポーツ愛好者の中でも
競技志向の高いシニア世代を対象とした総合ス
ポーツ大会として，2021 年に第 1 回大会が宮崎
県で開催されている．日本スポーツ協会（website）
によると，原則 35 歳以上であれば，日常的にト
レーニングに励む市民アスリートだけでなく，元
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オリンピックや全日本の選手として活躍したトッ
プアスリートも同じ舞台で日本一をかけて競技が
できることを大会の魅力としており，シニア世代
で生涯スポーツに親しんでいる層とは一線を画し
ていることが示されている．神戸大学マスターズ
スポーツ振興支援室（2002，2003）は，日本スポー
ツマスターズに出場する選手の「マスターズス
ポーツの楽しさ」について，2002 年の神奈川大
会と 2003 年の和歌山大会で実施した参加者意識
調査のデータを分析している．この報告の中で
は，若年層よりも中高年層になるほど，マスター
ズスポーツが楽しくなる傾向を示し，加齢ととも
にその楽しさの幅が拡大していること，また，「競
う・磨く・極める」楽しさは重要視するものの，
勝敗に固執する傾向は弱いという特徴を明らかに
している．
　谷藤（2012）は，マスターズスポーツに魅せら
れた人々が年齢を重ね続けても，趣向を異にする
ことなく，継続して参加できる大会であり続ける
ことがマスターズスポーツの課題であるとしてい
る．また，薗田ら（2017）の報告によると，中高
齢者は，スポーツの目的や楽しみ方がマスターズ
スポーツ志向であれば，その先もマスターズス
ポーツへの実施意欲を示すことについて言及して
いる．マスターズスポーツに参加する高齢者の中
には，ねんりんピックにも挑戦し，都道府県の代
表選手として，もしくは予選会に出場を続け，競
技を楽しむことに魅了されるシニアアスリートも
複数いることが推察される．したがって，マスター
ズスポーツ参加者は，「競う・磨く・極める」と
いう楽しみ方を，様々なイベントや大会で長きに
わたり取り組んでいる生涯スポーツの実践者であ
ることが推察される．

3.2．国際的な生涯スポーツイベント
　次に，海外に目を向けると，先述した 1932 年の
マスターズ陸上競技会が英国で始まったように歴
史は古く，マスターズやシニア，ベテランズとい
う名称で単種目ならびに複数種目が世界レベルか

ら地域レベルまで多数開催されている．本項では，
世界レベル・複数種目開催型のカテゴリーに位置
するワールドマスターズゲームズ（WMG）につ
いて取り上げ，シニア世代も多く参加するマスター
ズスポーツの世界的な拡がりと動向を考察してい
く．表 1 は，谷ら（2006）の報告をもとに，これ
まで開催された大会の Final Report（International 
Masters Games Association，1989；1994；1998；
2002；2005；2009；2013；2017）および 2025 年の
台北・新北市大会の博覧会場において展示されて
いた過去大会のアーカイブス（写真 1）を参照し，
1985 年にトロントで開催された第 1 回大会から
2025 年の第 10 回大会までの動向ならびに今後の
開催予定を示したものである．
　WMG は，概ね 30 歳以上のスポーツ愛好者で
あれば誰もが参加できる生涯スポーツの国際総合
競技大会であり，世界各国の成人・中高年アス
リートが家族や仲間とともに一堂に会し，年齢や
キャリアにかかわらず技を磨き競い合っている．
1985 年にカナダのトロントで始まり，それぞれ
の大会にテーマが掲げられており，第 1 回大会は

“The Year of the Masters”としてスローガンが
掲げられ，22 競技種目が行われた．国内外から
集結した 8,305 名の参加者の中には，健康的で活
力ある 90 歳前後のマスターズアスリートの参加
もあったと記録している．
　確認できた最古の Final Report は 1989 年デン
マークで開催された第 2 回ヘーニング・オール
ボー・オーフス大会になるが，報告書によると，
76 の国と地域から 5,479 名が参加し，37 の競技
種目において 12,099 回にわたる競技開始があっ
たとされている．当大会は，30 歳から 55 歳まで
の平均以上の収入と学歴のあるアクティブな成人
男性を主な参加ターゲットにしていたが，実際に
は 20 代から 80 歳以上までの幅広い参加と，60
代が 549 名，70 代が 174 名，80 歳以上が 27 名で
あったことを報告している．参加国をみると，開
催国のデンマークが 1,889 名と最も多く，次いで
米国の 472 名，カナダの 453 名とマスターズス
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ポーツの盛んな国からの参加がみられるが，遠く
日本からも 142 名が参加していた．当時から日本
のマスターズアスリートは国外を出て，世界のス
ポーツ愛好者と年齢や言葉，文化の壁を越えたス
ポーツによる交流や競技を楽しむ姿があったもの
と推察できる．

　また，1998 年に開催された第 4 回ポートラン
ド大会では，最高齢が 103 歳で，90 歳以上が 5
名，80 歳以上が 63 名の高齢アスリートの参加が
あったことを報告している．2005 年の第 6 回エ
ドモントン大会においては，すべての競技者が能
力にかかわらず参加できるよう，障害のある競技
者には，自身の能力レベルに合った包括的な大会
運営に努めている．また一部のスポーツ（陸上競
技，ローイング，射撃，競泳競技，卓球，テニス，
トライアスロン）では，障害のある競技者向けの
パラ競技部門を設け，22 名の参加があったこと
を報告している．筆者はこのエドモントン大会に
陸上競技のボランティアとして参加し，視覚障害
のあるシニアランナーの伴走依頼を受けたが，選
手のパフォーマンスに寄り添う力量がなく断念し
た思い出がある．エドモントン大会以降もパラ競
技 は 実 施 さ れ て お り， 直 近 で 開 催 さ れ た
WMG2025 台北・新北市大会においては，9 つの
パラ種目（アーチェリー，陸上競技，競泳競技，
バドミントン，バスケットボール，柔道，射撃，

表 1　ワールドマスターズゲームズの各大会の概要と動向

年度 開催地 大会テーマ 参加者数 国・
地域数

競技
種目数

1985 Tronro（CAN） The Year of the Masters 8,305 人 61 22

1989 Herning・Aalborg・Aarhus（DNK） Sport for Life 5,479 人 76 37

1994 Brisbane（AUS） The Challenge Never Ends 23,659 人 74 30

1998 Portland（USA） The Global Celebration of Sport for Life 11,000 人 102 25

2002 Melbourne（AUS） The Biggest Multi-sport Festival on Earth 24,886 人 98 29

2005 Edmonton（CAN） Passion Qualifies You 21,600 人 89 27

2009 Sydney（AUS） Fit, Fun and Forever Young 28,676 人 95 28

2013 Torino（ITA） Everlasting Passion 20,513 人 107 30

2017 Auckland（NZL） For the Love of Sport 28,578 人 106 28

2025 Taipei & New Taipei City（TPE） Sports Beyond Age! Life without Limits! 25,049 人 108 35

2027 Kansai（JPN） The Blooming of Sport for Life ― ― ―

2029 Parth（AUS） ― ― ― ―

※�谷ら（2006）の表をもとに WMG の Final Report（International Masters Games Association，1989；1994；1998；2002；2005；
2009；2013；2017）および WMG2025 台北・新北市大会の展示から筆者が加筆し作成．

写真 1　�ワールドマスターズゲームズのアーカイブス（著
者撮影）
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卓球，テニス）の実施と補助器具の修理対応に加
え，各競技会場での救急医療と警備体制が充実し
ていた．さらに，理学療法やリハビリテーション
等による身体機能のケアを施す 300 近くのクリ
ニックが用意されていたことは，怪我や故障を心
配する高齢アスリートにとっても安心した環境で
競技に集中することができたのではなかろうか．
　このように WMG は，障害のある競技者や高
齢アスリートの参加に対し，寛容さと相互理解に
努めた組織委員会による大会運営が行われている
ことから，社会的包摂に考慮した大会であると言
えよう．また，家族や仲間などのサポーターは，
選手の同伴者・支援者として参加エントリーがで
きるという点においても，シニアアスリートが安
全と安心して競技に集中することのできる生涯ス
ポーツイベントの一つと捉えることができる（写
真 2）．同伴者・サポーターは，選手と一緒に様々
な文化体験や観光体験などを通したスポーツツー
リズムを楽しむことのできる機会が数多く用意さ
れている．しかし，WMG などの国際大会や国外
で開催されるマスターズ大会は，滞在期間が 1 ～
2 週間と長くなる傾向にあるため，参加費や交通
宿泊費などの経済的支出以外にも参加に至るまで
に様々な障壁があることが推察される．その点に
関して彦次・伊藤（2018）は，WMG2017 オーク
ランド大会に参加した日本人選手に面接調査を実
施し，仕事と家族にかかわる責任は国外大会参加
への大きな障壁になっていたが，経済的要因を挙
げるものはいなかったとしている．さらには，過
去の国外大会参加経験から来る楽しさや達成感，
参加に至る労力を覆す達成感や海外選手との交流
が阻害要因折衝に関連していたことも報告してい
る．
　2027 年 に は 関 西 大 会 が 開 催 さ れ る 予 定

（WMG2027 関西，website）であり，国内外から
高齢アスリートやシニア世代のスポーツ愛好者が
多数参加することが予想される．高齢者福祉の分
野では，虚弱な高齢者や交流機会の少ない高齢者
など，他者との接点が限定される高齢者への支援

に注目されがちであるが，このような大会やイベ
ントへの参加やかかわりを通して，他者との交流
や外出機会を促進することができるかもしれな
い．また，高齢期におけるスポーツ実施の本質的
な価値は，参加する高齢者のライフスタイルにも
着目することにより，その特性をみていくことも
必要であろう．そして，シニア世代のスポーツ参
画の目的や楽しみ方の幅と奥行きの拡がりは，こ
れまでに健康増進や介護予防の観点から蓄積され
た研究知見を踏まえながら，健康長寿やアクティ
ブシニアに関する分野を超えた議論が期待される．

4．アクティブシニアにみるスポーツの可能性

　マスターズスポーツのイベントや大会に参加す
るアクティブシニアは，なぜ競技にのめり込むの
であろうか．どのようにスポーツライフを形成し
てきたのだろうか．また，彼らがスポーツを継続
し挑戦し続ける活力や原動力は何なのであろう
か．本章では，国内外で活躍するシニアアスリー
トのライフスタイルに関する語りを通して，ス
ポーツが高齢者福祉に果たしうる役割や可能性に
ついて検討する．
　ここでは，国内外のマスターズ大会や競技会に
参加し，数々の入賞や記録更新を重ねている日本

写真 2　�バドミントン競技の表彰式後に出会った台湾選手
家族と同伴者（著者撮影）
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人シニアアスリートに面接調査を行った．筆者が
その調査結果を書き起こし，内容分析を試みた結
果を紹介する．調査対象者は，マスターズ選手に
関する調査研究や協会役員を務めている大学教員
2 名に紹介を依頼し，インタビューの承諾を得ら
れた計 3 名である．なお，今回のインタビューに
ついては，高齢者大学のシニア学生が卒業研究と
して取り組む高齢期のフレイル予防に関する調査
において，筆者が関与し実施したものであり，シ
ニアアスリートのライフスタイルについて半構造
化面接を行った．インタビューは 2025 年 8 月に
オンライン会議システムを用いて実施した．
　表 2 は，対象者が競技を始めたきっかけと現在
までの取り組み方，ならびにライフスタイルに関
する語りの一部を文章化したものである．最初の
きっかけは 3 氏ともに，50 歳代になり肥満体型
への変化によるところが影響しており，自身の体
と向き合うことでジョギングや筋力トレーニング
に取り組んできた様子がうかがえる．梅崎（2020）
が指摘するように，肥満の解消にスポーツ活動は
効果的であるが，その開始や継続に至らない状況
を打破することができるのは心理変数としての動
機づけの力である．3 氏にみる主な動機づけは，
自分に適したトレーニング方法をみつけ習慣化
し，継続したことによる体型と体質改善ができた
こと，その結果，競技者として大会に出場するよ
うになったことであると推察される．
　また，3 氏の語りからは，競技会への参加を目
的としたトレーニングに励む様子が多く読み取れ
る．例えば，「歳をとっても誕生日が来ても 1 秒
短縮できないかなと，目標を設けて頑張ってい
る」「筋トレをすることにも何か目標を持ちたい
と思い，自己流でマラソンを始めた」「目標を持っ
てこだわって生きることが大事」と「目標」を持っ
て取り組むことの大切さが語られている．シニア
アスリートは，マスターズスポーツ志向にみる「競
う・磨く・極める」といった楽しみ方で実施する
ことへの関心も高く，継続して取り組む傾向にあ
る（薗田ら，2017）．そして，競技会に出場する

ことは，自身の体の状態や記録，成績にこれまで
の練習過程を重ね合わせ，繰り返し修正しなが
ら，次の競技会に挑んできたと思われる．彼ら
は，目標があることによって競技に対する意欲が
高まり，トレーニングの日常化と継続がなされて
きたと推察できよう．
　さらに 3 氏は，「目標を追いながら挑戦するこ
とが楽しい」「世界各国の選手と交流できること
が楽しい」「妻が一緒に同伴し応援してくれるこ
とも楽しい」「重さが増えて挙げられるようにな
ることが楽しい」「大会で優勝することを妻が天
国からみていることを楽しみに」など，競技やト
レーニングをすることで得られる様々な「楽しさ」
を語っている．谷ら（2006）の報告にもあるよう
に，挑戦できる楽しさや，仲間と交流できる楽し
さ，家族やサポーターが応援してくれる楽しさ，
いろんな国を訪ねる楽しさなど，様々な楽しみ方
をしていることが推察される．
　そして，どのシニアアスリートもライフスタイ
ルには気を付けており，食事については，野菜や
果物から得られる食物繊維と，肉や魚等も取り入
れたバランスの良い食事もしくは大豆製品やプロ
テインによるタンパク質の摂取，睡眠についても
7 ～ 8 時間はとっている様子がうかがえた．C 氏
に関しては，50 歳以降はパターン化した日本食
をとっているが，これまで体調を崩したこともな
く「この年になっても，年々体が良くなっている
自信がある」と述べているように，トレーニング
を行うことで年齢による衰えがないよう努力し続
けることが生きがいになっていると推察できる．
菊池ら（2005）によると，高齢エリートアスリー
トは，食事摂取量の増加により栄養素摂取量を確
保しており，健康的な栄養状態を維持していると
される．中高齢男性アスリートが QOL を良好に
保つためには，筋力維持や日本食の食事パターン
に果物の積極的な摂取が必要となる（中田ら，
2023）との報告もみられるが，本研究の対象者
は，自分の身体にあったライフスタイルで健康に
留意しながら競技に取り組んでいるものと推察で
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きよう．
　このように，マスターズの競技会に参加するシ
ニアアスリートは，トレーニングを継続すること
で身体機能を維持し，自分の競技を極めていくこ
とに意欲的で目標意識を持つことが自己実現にも
つながっていることが推察された．これは，高齢
期におけるスポーツ活動が，身体的・精神的な便
益をもたらし，健康維持や生活満足度の向上に寄
与しているものと言える（金ら，2001；坂東ら，
2016）．さらに，この 3 氏の語りからは，健康で
いるかぎり目標を持って挑戦し続けられること，
家族や仲間との交流や応援からも楽しさを得られ
ることが，生きがいであり原動力になっているこ
とが推察された．表 2 に示された語りの内容は，
年齢に関係なく目標を持つことの大切さと，挑戦
を続けていく環境に身を置ける楽しさを感じて取

り組む様子がうかがえる．老年期に競技会や自己
の記録に挑戦する高齢者はごく僅かにすぎない
が，栗田ら（2023）も指摘しているように，目標
を持ったスポーツ活動に取り組むアクティブシニ
アを増やすことは，身体活動量を維持・増加する
ことにより生活習慣病などの発症率の低下に寄与
でき，また地域における健康づくりやスポーツの
プログラム事業への参加機会が増えることで，介
護予防や引きこもり，認知症予防にもつながる可
能性があろう．高齢者福祉におけるスポーツの価
値や可能性は，何歳になってもいつまでも，健康
維持や社会交流を促し，目標を持って挑戦し続け
られる楽しさと生きがいをもたらす「スポーツの
ちから」から見出すことができるのかもしれない．

表 2　シニアアスリートのライフスタイルに関する回答内容

A 氏（72 歳，男性，陸上競技）

陸上競技は，50 代半ばに肥りだしたためダイエットを目的にジョギングを始めたことがきっかけ．学生時代はテニスを
していた．食事は，体組成計で計測する数値の変化に応じて調整し，大会 3 週間前から食事制限による体重コントロー
ルをしている．朝食はパン食，昼食をメイン，夕食は野菜を中心に，食物繊維とタンパク質は意識しプロテインの摂取
もしているが，ストレスにならないようにチートデーを設け，週 1 日は飲酒，甘いものも週 2 回夜食にとっている．サ
プリメントはグルコサミン摂取で効果を実感しており，手軽に補えるのであればいいと思う．トレーニングは，昨年の
9 月にした骨折のリハビリ指導により，筋力トレーニングとストレッチを週 5 ～ 6 日，ジムで実施している．走るより
も基礎体力を付けることのほうが大事だと感じており，筋トレは 2 時間，全身運動のできる動く体を作ることを重視し
て取り組んでいる．400m と 800m 競技に取り組んでいるため，低酸素で心拍数 150 以上にしたランニングを 30 分間，
有料ジムで実施している．睡眠時間は 7 時間，12 時就寝で 7 時起床を日課にしている．2022 年にフィンランドの世界
大会において，ウクライナの選手と親友になり，今年の WMG2025 台湾・新北市大会では，自身が 1 位，2 位がそのウ
クライナの選手，3 位がロシアの選手となった．世界各国の選手と交流できることが楽しい．マスターズは家族ぐるみ
の交流や応援も多く，ボランティアの応援も力になる．国際大会は年に 4 回出場，世界中で競技を楽しんでいる．走る
ときは真剣に勝負するが，それ以外は皆フレンドリーに交流する．歳取ったから無理だと諦めるのではなく，目標を追
いながら挑戦することが楽しい．昨年の秋に全日本選手権で足を骨折し，完治しないまま 3 月のフロリダ選手権で右足
の関節を捻挫した．台湾大会では左足の小指を骨折したまま出場したが，マスターズアスリートは皆，どこか故障しな
がら取り組んでいる．世界どこへ行っても国内外の陸上仲間がいるのが楽しい．勝っても負けてもわいわい交流できる．
歳をとると無理だと諦めがちになるが，歳をとっても誕生日が来ても 1 秒短縮できないかなと，目標を設けて頑張って
いると，それなりに結果がついてくる．ゴール直前後に競り負けると世界選手権までの 2 年間の練習が無駄なるのが悔
しい，苦労して取り組んできたことを無駄にしないという思いの繰り返し．妻が一緒に同伴し応援してくれることも楽
しい．一人だとこれほど続けられないだろう．妻は食事係としては大変だと思うが本当に有難い．

B 氏（72 歳，女性，パワーリフティング）

パワーリフティングは，50 歳前後に体重が増えはじめたため痩せたいと思い，重りを持つトレーニングのできるジムに
通い始めたのがきっかけ．スポーツをすることは好きで，半年のトレーニングで 6kg 減少した．50 代で測定した骨密
度は 20 代の数値だったが，筋トレにより骨粗鬆症は予防できていると感じている．筋トレをすることにも何か目標を
持ちたいと思い，自己流でマラソンを始め，フルマラソンを 13 回完走している．今はパワーリフティングだけ．重い
重量を持つのは苦しいが，辛いと言うより重さが増えて挙げられるようになることが楽しい．試合には 70 代の 52kg 級
で出場しているが，自身の体重は 48.5 ～ 49kg を行ったり来たりしており太らなくなった．甘いものが好きで食事制限
をすることなく，3 食きちんと食べている．試合ではドーピング検査があるため，サプリメントやプロテインは摂取し
ていない．トレーニングは昼前から 15 時頃まで行っているため，昼食はジムに行く前に少し食べ，帰宅後にも少し食
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5．おわりに

　本研究では，中高齢期におけるスポーツ活動の
目的や楽しみ方が多様化していることを取り上
げ，生涯スポーツイベントの一つであるマスター
ズスポーツに関する大会やイベントに着目し，ス
ポーツライフの拡がりについて述べた．アクティ
ブシニアのライフスタイルに関する語りから明ら
かになったのは，スポーツが身体的健康の維持・
増進に寄与するのみならず，心理的充足感や社会
的つながりの形成においても重要な機能を果たす
という点である．特に，地域社会における参加型
スポーツ活動は，孤立の予防や世代間交流の促進
に資することが確認されており，これは高齢者の
生活の質（QOL）を向上させる上で不可欠である．

ただ，高齢者の中には，本稿で説明したようなア
クティブシニアだけではないということに注意を
払わなければならない．老年期を迎えた多くのシ
ニア世代は，身体機能や認知機能の低下，健康不
安を抱えている場合も多く，外出や社会参加が難
しい状況もあることに配慮が必要であろう．近年
は，高齢者の健康維持にもテクノロジーが導入さ
れており，高齢者施設や自治体においては，認知
機能の維持・改善に効果があるとされる e スポー
ツや，健康増進を目的とした運動プログラムにオ
ンラインを通じて参加できる機会も増えてきてい
る．これらは，高齢者の自立した生活機能の維
持・向上に寄与し，介護予防の選択肢となる可能
性があろう．
　また，スポーツ活動は単なる身体機能を維持す

べる程度．朝はパンとサラダと果物とヨーグルトにコーヒー，夕食がメインで白米，タンパク質と野菜を多く食べるよ
うにしている．トレーニングを始めてから食の嗜好が変化し，皮膚疾患がなくなったことから体質改善につながってい
る．タンパク質は多少意識しており，豆乳は積極的に摂取している．毎日 7 時間ぐらいは睡眠をとっている．寝つきが
良く，すぐ熟睡できる．これまで通っていたジムでは成果が伸びないため，今は別のジムで自分でメニューを組み立て
てトレーニングに励んでいる．継続してできるのは，無理のないように自分のペースで実施しているから．今年 4 月，
71 歳で自己ベストを出した．60 代の若い時だとそれも可能かもしれないが，歳をとってもできるという証明が自分の
中でできた．歳だということを理由にせず，練習すればそれだけの成果が出ることを確信した．現在通うジムでは週 3
回，3 ～ 4 時間程度のフリーウェイトを実施している．他には，近所にある 24 時間ジムで補助器具を用い 2 時間程して
いる．それまで週 3 回だった回数を，今年になって週 4 ～ 6 回に増やしたことで自己ベストを更新した．年齢がいって
いるから駄目だというのではなく，回数を増やしたことで記録が伸び，筋肉量も増えている．地域の高齢者に，フレイ
ル予防のための重りを使った体操を市の委託でボランティアとして週 1 回，15 名程に指導している．無理のないような
内容で，自分の取り組んできた筋トレで軽い程度のものを最後に取り入れながら，無理なく楽しくできる指導を心掛
け，継続することの大切さを伝えている．

C 氏（89 歳，男性，ボディビルディング）

オリンピック選手になりたくて，学生時代は 1500m 自由形の水泳選手として活躍した．20 歳以降はボディビルのトレー
ニングに励み，25 歳と 28 歳で日本チャンピオンになった．当時はダンベルを自作し，自宅で毎日 6 時間トレーニング
した．28 歳で競技を引退，その後 16 年間はゴルフに打ち込んでいたが，不摂生により腹囲が大きくなり鍛えていた当
時の体形とは程遠くなった．そこで，衰え始めていた身体と向き合うために肉体をつくり直し，50 歳でボディビル競技
に復帰した．その頃から食事には気を付けるようになり，未だに病気になったことはない．戦時中の疎開先で経験した
農作物中心の質素な食事の記憶から，1 日 3 食，質素な食事（玄米食，納豆，味噌汁）を中心とした食生活に切り替えて，
肉や魚，乳製品は取らず，卵 1 個と大豆プロテインを 5 ～ 6 回摂るようにしている．足りない栄養素は，マルチビタミ
ンとオメガ 3 脂肪酸をサプリメントで補っている．現在も週 6 日，16 時からジムで 2 時間トレーニングに励んでいる．
有酸素運動はせず，日ごとに鍛える部位を設定し，筋肉の回復に努めるため栄養と休養を十分とるようにしている．日
本マスターズ選手権は優勝 15 回，日本選手権優勝 2 回，今年は通算 18 回の日本一の達成目標と，80 歳から出場してい
る世界マスターズ選手権でのチャンピオンを目指している．90 歳がボディビルダーの世界最高齢なので，93 歳まで現
役で活躍することに挑戦したい．目標は，彫刻家のようにコツコツと筋肉に刻みを入れ，健康に気を付けて取り組むこ
と．勝つための作戦はなく，自分の考えた信念を貫くことが大事だと考えている．この年になっても，年々体が良くなっ
ている自信がある．89 歳で世界チャンピオンになりたい，という気持ちが強い．睡眠は 23 時半に就寝，7 時に起床．
人生一度しかないから，誰もしたことがないことを成し遂げたいが，高齢のため何が起こるか分からない，そうならな
いように今努力している．日曜日以外は朝の 10 時から 22 時まで，顧問を務めるトレーニングジムで勤務し，会長であ
る息子の送迎の運転手も務めている．休日にする洋画鑑賞を趣味とし，日常から離れて好きなことをすることも大事だ
と思っている．病に倒れた妻を元気にさせたいこともありボディビルに復帰したが，大会で優勝することを妻が天国か
らみていることを楽しみに，一番を目指している．目標を持ってこだわって生きることが大事で，筋肉は歳をとると弱
くなるため，動かす努力が必要だと感じている．将来は 130 歳まで生きることが目標だ．
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るための手段にとどまらず，高齢期における自己
実現や社会参加を支える基盤ともなりうる．その
ため，福祉政策の一環としてスポーツを積極的に
位置づけ，地域包括ケアや健康寿命の延伸に関す
る施策と連動させることが望まれる．加えて，
個々の身体的特性や参加意欲に応じた柔軟なプロ
グラム設計が，より持続可能な実践を可能にする
であろう．ねんりんピックや日本スポーツマス
ターズ，ワールドマスターズゲームズのような国
内外の大会やイベントへの参加は，周囲の理解や
経済的負担を要するため，参加意欲のあるシニア
世代がその一歩を踏み出しやすくなるよう，福祉
の側面からも様々な支援やサポートが期待される．
　最後に，本稿にみるシニア世代のスポーツ愛好
者は，「競う・磨く・極める」といったスポーツ
の本質的な楽しみ方を通して「自分の居場所」を
みつけ，目標を持って取り組んでいることが確認
された．マスターズスポーツの大会やイベントに
参加することは，高齢者にとって，健康な身体を
保ち，社会参加による人との交流を促進し，挑戦
する人生を諦めないことによる自己実現の追求に
つながる可能性があろう．そして，我々が彼らか
ら学ぶことは，何歳になっても挑戦し続けるため
に，健康で活動的に老いを楽しむための一つの手
段としてのスポーツに価値を見出していることに
ある．2027 年は関西圏でワールドマスターズゲー
ムズの開催を控えており，世界中のアクティブシ
ニアと交流できる絶好の機会である．もし，まだ
自分のスポーツ欲求と居場所が満たされていない
高齢者がいれば，福祉機関やスポーツ組織・団体
が連携し，社会参加を促進する多様な福祉実践の
仕組みやモデルを構築する必要があるかもしれな
い．その過程で得られる知見は，高齢社会を迎え
る日本における持続可能な福祉システムの発展に
も大きく寄与するものと考えられる．高齢期のス
ポーツは，運動やスポーツの習慣化を促すだけで
なく，競技や交流などの楽しみやかかわりといっ
た多様なスポーツライフへの理解を示しながら，
文化的・社会的な側面から継続を推進していくこ

とに意義があると考える．本稿を通して，マスター
ズスポーツ文化が高齢者福祉の分野において一助
となれば幸いである．

付記

　本研究は，JSPS 科学研究費補助金（25K14711）
の助成を受けて実施したものである．
　本研究の実施にあたり，調査にご協力いただき
ました対象者および紹介してくださった先生方，
ならびに高齢者大学の学生の皆様に深謝申し上げ
ます．
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The role and potential of sports in welfare for older adults:  
Focusing on the diversification of sports life with age

Megumi Tani
Lecturer, Faculty of Contemporary Social Studies, Setsunan Universty

　 This study examines the role of sports in older adults’ welfare by analyzing the current state and needs of 
middle-aged and older adults in relation to exercise and sports activities, based on recent data.  It also considers 
the expansion of active seniors’ sports lifestyles.  Within this framework, the study highlights competitions and 
events associated with Masters sports and investigates the “power of sports” in older adult welfare through the 
experiences of senior athletes active both nationally and internationally.  Senior sports participants establish their 
“place” through training and competing, pursuing these activities with clearly defined goals.  Participation in 
Masters competitions contributes to maintaining physical health, fostering social interaction through community 
engagement, and achieving self-realization by sustaining a life of challenge.  Sports in later life are thus expected 
not only to promote regular exercise habits but also to support cultural and social dimensions, reflecting diverse 
sports lifestyles that include enjoyment, competition, and interpersonal connection.

Key words: older adults, sports life, masters sports, active seniors, lifestyle
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本書の内容
　本書の主題そのものは明確である．障害者に対
する所得保障制度において，所得再分配のための
基準の根拠を明らかにする，ということである．
必ずしも明示されている訳ではないが，その根底
にあるモチベーションは，なぜ（現代の）障害年
金は，所得再分配制度として十分な給付がなされ
ない制度となっているのか，と推察される．最終
的な関心として着地するのは，現代における障害
者年金の分配基準であるが，その起源を明らかに
するため，恩給，官業共済，労災保険，健康保
険，厚生年金保険，国民年金保険，身体障害者福
祉法といった，かなり広範囲に渡る領域を分析対
象とし，また戦前からの流れを重視した内容と
なっている．
　本書の章構成は以下の通りである．

序章
第 1 章　分析の視点
第 2 章　恩給制度―機能障害基準の確立
第 3 章　�官業共済制度―稼得能力基準の原点
第 4 章　�工場法―稼得能力基準と機能障害基準

の混在
第 5 章　�社会保険の創設―建て前としての稼得

能力基準
第 6 章　�労働基準法と厚生年金保険法―労働能

力基準の誕生
第 7 章　�労働能力を評価する―障害認定基準の

整備
第 8 章　国民年金と日常生活能力
終章

　非常にボリュームのある内容であるが，終章に
おいてそれまでのまとめが行われていることか
ら，本書が明らかにしたことを掴むことは容易だ
ろう．核となる部分を抜き出すのであれば次の通
りである．恩給制度によって生み出された機能障
害基準が，官業共済組合や工場法において一般労
働者の保護のための基準として稼得能力基準が生
み出されたものの，労使間の紛議の抑制のために
機能障害基準と稼得能力基準が混在した工場法通
達が併設された．これが公的年金制度の廃疾給付
の基準として流入したが，実際の運用上では稼得
能力は考慮されてなかった．戦後の労働基準法の
障害補償の等級表は工場法施行令が継承され，厚
生年金の障害給付と合わせ，労働能力基準の基づ
く認定基準の標準化と安定的な運用が可能となっ
た．国民年金の創設時は唐突な日常生活能力基準
の創設が行われた．所得再分配基準の整備は，障
害者の稼得能力の補填とは隔絶された，効率的で
標準的な障害認定方法の追求によって展開が促さ
れたものである．用いられている労働能力や日常

書　評

瀬野　陸見
阪南大学経済学部准教授

風間朋子著

『障害と所得保障
―基準の管理から分配の議論へ―』

A5 判 /320 頁 / 定価 3000 円＋税 /生活書院，2023 年
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生活能力は，稼得能力を反映しない概念として設
定されている以上，労働能力基準や日常生活能力
基準を用いた障害者年金制度では，実質的な障害
者の所得保障を果たし得ない，との結論となって
いる．

本書の貢献
　本書の学術的貢献はいくつも挙げられる．まず
指摘すべきは，この研究は基準を巡る議論に焦点
を当てる，という着眼点の面白さと秀逸さがあげ
られるだろう．障害年金も所得再分配の制度であ
るが，その分配メカニズムを検証したいのであれ
ば，基準を巡る議論はあったと考えるのは必然で
あり，その変遷を論じることは，表層的には移り
変わる制度の核心を見極めることにも繋がる．こ
の観点によって，多くの制度と長期間にわたる歴
史を結合させ，歴史を大きく貫く軸として機能し
ている．歴史的分析の書として考えれば，障害年
金，ないし関連制度，そのものの歴史的分析が極
めて少ない．年金研究・所得再分配制度の研究と
して考えても，その中心は老齢年金であり，障害
年金それ自体が滅多に見当たらない．本書はこれ
ら全ての領域において「空白地帯」となってきた
ものを埋めるものである．ただ，本書はそのよう
な希少性だけに学術的価値があるのではない．丹
念な資料収集とその記述を，広範囲の所得再分配
制度に拡大し，それら制度間の相互関係に踏み込
んだ分析であることが重要だろう．社会政策史，
もしくは社会保障史として考えれば，確かに戦前
の社会保障制度が複雑な相互関係を持っているこ
とは，少し調べれば分かることではある．しかし，
それを解きほぐす作業自体は極めて少なかった．
先行研究としては古い碩学のものまで遡る．例え
ば近藤（1963）は部分的に障害のことを念頭に置
いているが，そこには基準の変化という関心は弱
い．また佐口（1977）においても，労働保険の始
まりから共済組合，そして健康保険法への流れは
示されるが，障害の話は労災的な観点以外では弱
い．本書は，これらの先行研究が十分に描いてこ

なかった箇所について，これらと同様に広範囲の
制度への関心を持ちながら描かれたものだといえ
る．業績圧力にさらされる現代の多くの研究者は
忌避する作業でもある．障害者への所得保障制度
は，これらの制度を「総にらみ」でなければ肉厚
に論じることはできないことを明らかとした．そ
のことが最も経緯を払われて然るべきことだろう．

本書への疑問と課題
　しかし，本書に対する疑問はいくつか存在する．
　まず，本書は分析概念として歴史的制度論の概
念を援用することを説明し「経路依存性」の重要
性を示し，「ここに経路依存性がある」という分
析を行っている．しかしながら，経路依存性とは
極端にいえば「そこに経路がある，繋がっている」
という視点をもたらすものであり，経路依存性が
ある，というだけの説明では，その道筋が示され
るに過ぎない．すなわち，なぜそこが繋がってい
るのか，という説明がより必要である．経路依存
性はこの手の制度分析において重要な役割を果た
すが，それは，往々にして分析者が時間軸の存在
を忘れ，経路依存を忘れる，もしくは過小評価す
る傾向が多くあるからである．それを防ぐのが経
路依存性の概念であるが，それは「経路」を示す
だけでは分析枠組みというには足りないのであ
る．経路依存性を示したのはピアソンだが，政策
過程理論としてピアソンの理論を検証した古地

（2012）によれば，ピアソン自身が制度の起源と
変化を実証的に説明する必要があると示し，それ
は「単なる歴史的な描写に留まるものではなく，
制度発生のメカニズムを時間の流れに沿って検証
するものである」という（古地，2012：125）．こ
の観点に立てば，本書の分析は「単なる歴史的な
描写」が多く，メカニズムの検証が弱い，と指摘
できよう．前後の順番を示すだけでは，メカニズ
ムの検証にはならない．また，経路依存性におけ
るロックイン効果は，正のフィードバック（自己
強化）によって生じるが，そのフィードバックの
内容は分析対象によって様々に考えられる．この
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点の分析もほぼ見られないため，全体として「何
か関係があった」ということは分かっても，なぜ
そうなったか，ということがあまり分からない．
　更により重要なのは，基準に着目するのは面白
い観点である一方，制度そのものについての歴史
的，制度的検討が弱いのではないか，ということ
である．また基準という視点についても，その力
点は分配対象者の設定方法にあり，基準がもたら
すもう一つの側面である，給付水準の視点が弱い
と感じる．特に本書の主題においては，障害者の
所得保障において，軍人恩給をどう捉えるか，と
いう点が重要になると評者は考える．軍人恩給は
国家による「補償（compensation）」の制度であ
ることは，残された資料にはっきりと示されてい
る．例えば「この法律（引用者注：戦傷病者戦没
者遺族等援護法のこと）は，軍人軍属等の公務上
の傷病または死亡に関し，国家補償の精神に基づ
き，戦傷病者及び戦没者の遺族を援護することを
目的として制定されたものです」（日本傷痍軍人
会編，1982：2）という記述がある．また恩給局
による「公式」の歴史記録では，恩給の本旨は「経
済上の能力減損填補説」を理論的な通説として採
用し，「恩給公務員がその職務に服したため失わ
れたとみられる経済上の取得能力の填補として，
使用者たる国が現職を退いた恩給公務員自身又は
その遺族に給する金銭的給付である」としている

（総理府恩給局編，1964：7―8）．要は「補償」であっ
て「保障」ではない，ということをどう理解する
のか，という点が論じられる必要があるのではな
いか．今城（2014）においては，軍人恩給の給付
水準の変遷は，急激な物価上昇による実質恩給額
の減少による生活困窮への対応としての給付水準
の引き上げを行い，特に下士官や兵およびその遺
族ほど大きい傾向を示している（1917 年から
1922 年にかけての軍人恩給法の改正）．そして他
方で給付額増大による財政への圧迫が生じたこと
に対して，恩給権獲得のための服役最低要件を延
ばして普通恩給の受給を減らすことが目的とした
改正（1933 年）が行われたことも示す．この服

役最低要件の延長は，「軍人が受け取る各種恩給
の最低額は退職時の階級で決まったために，退職
直前の軍人を昇進させてその受給額を上乗せする
慣行が存在した」（今城，2014：103）ことを制限
させるものだとしている．このことを踏まえれ
ば，本書でも示されるように，軍人恩給は減少し
た稼得能力の補填を想定したとは考えにくく，極
端にいえば「政策上の必要性」によって基準は動
かされ，究極の目的はあくまで（退役）軍人やそ
の遺族の安定的コントロールにあると指摘すべき
だろう．「補償」の意味はそこにあるのではないか．
それこそ経路依存性として補償の観点はロックイ
ンされ，戦後の傷害年金に至るまで，全体利益の
ための補償としての給付の特性を保持している，
と考えた方が自然ではないか．ならば，本書の終
章で述べられる，「個としての障害者の保障では
なく，制度対象者を効率よく選定するための基準
の整備」（291）というのはある種当たり前の結論
であり，障害者の生活上の犠牲をいくばくか補
填・補償する制度でしかないことを，いみじくも
基準の性質が示していることになる．
　なお，「制度対象者を効率よく選定する為の基
準の整備」（291）が，あたかも工場法等通達以降
の厚生年金等に限るような書き方になっている
が，その点は軍人恩給も変わらない点に注意する
必要がある．今城（2014）が示すように，恩給制
度そのものの改正は対象者の生活困窮の改善をに
らみつつ，恩給財政と世間からの批判をかわす意
図で改正してきたことが伺える．このような政策
上の制約条件，ないしは現実との「妥協」につい
ての視点が弱いことも，本書の課題といえよう．
　障害を巡る所得再分配制度も，政策である以上
は様々なアクターと社会情勢による「思惑」の中
で揺れ動く．この制度は，広く捉えれば社会政策
の一種と扱って問題ないと考えるが，であれば金
子（2010）のように，制度設計者の究極的な意図
としては「社会秩序の維持，ないし醸成を目的と
した政策」として考える必要があるだろう．特に
戦前期は社会秩序の維持という観点が強くある
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が，少なくとも障害を巡る所得保障制度は，戦後
になってもあくまで「秩序維持」という側面から
抜け出すことはなく，ましてや「生存権の保障」
という機能も本質的には付与されていない，と考
えざるを得ない．本書によって示された数々の素
材は，そのことを明確に示すことが可能ではない
か，と思えるのである．
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リプライ

『障害と所得保障―基準の管理
から分配の議論へ』

関西学院大学人間福祉学部准教授　風間　朋子

1．はじめに
　最初に御礼申し上げるべきは，書評をお引き受
け頂いた瀬野陸見氏である．ご多忙のなか，丁寧
に拙著を読み込み，さらには，適確なご指摘まで
頂けたことに心より感謝申し上げる．併せて，こ
のような場をお与え頂いた『人間福祉学研究』編
集委員の方々にも感謝の意を表する．刊行当初は，
このような丁重な扱いをしてもらえる本になると
は思っていなかった．驚くばかりである．

2．拙著執筆の動機と意図
　瀬野氏の書評に大いに触発され，氏へのリプラ
イの前に，拙著の執筆動機や意図などを少しばか
り述べておきたくなった．
　拙著は，障害を支給理由とする所得再分配の基
準について，明治初期から国民年金創設までの期
間，障害年金制度を中心に追跡したものである．
これは，筆者が学生の頃から薄らとした問題意識
を抱えながらも，ついぞ手を出すことをためらい
続けた課題であった．かなりの困難が容易に予想
されたからである．
　たとえば，障害基礎年金の障害等級表と身体障
害者福祉法施行規則の身体障害者障害程度等級
表，障害年金「精神の障害」の障害等級と精神障
害者保健福祉手帳の障害等級，国民年金・厚生年
金保険障害認定基準の併合判定参考表と労働者災
害補償保険法施行規則の障害等級表についてであ
る．これらの基準は，所得保障，福祉サービス，
障害補償という，それぞれ異なる制度であるが故
に当然として差異を有する．しかしながら，無視

することのできない共通点も有している．そこか
ら想起されるのは，複数の制度が関連し合いなが
ら一定範囲の制度群を形成している可能性であっ
た．つまりは，この課題に取り組もうとするなら
ば，複数の制度について，（起点が不明のため）
場合によってはかなり長期的に追跡する必要があ
るということであった．
　これについて，いい加減に本腰で取り組まなけ
ればならないと思わされたのは，2015 年に厚生
労働省が公表した「障害基礎年金の障害認定の地
域差に関する調査結果」によってであった（厚生
労働省 a，website）．調査結果は，障害基礎年金
の新規申請のうち不支給と決定された割合には明
らかな地域差があり，しかも，それが精神の障害
において顕著であることを明らかにしていた1）．
それまでにも，障害認定に関しては，様々な側面
から批判が行われてきた（第 1 章）．そこでは，
同制度が所得保障を必要とする障害者を適切に捕
捉できていないこと，つまり，対象者の選定基準
に問題があることが前提とされてきた．そして，
その前提には，選定基準が障害者の生活保障を意
図して設定されていないのではないかという疑い
が含有されていたのだが，本当にそうであるのか
は，十分に検証されてきたとは言えない状態で
あった．もう，いい加減に塩漬けした課題を水に
さらす時に至っていた．
　予想通り，地味で成果の出ない作業が長く続い
た．だからこそ，同様の労を執らずに済むよう，
近接領域に関心を持った研究者のためのレファレ
ンス・ブックとして機能するよう意識しながら拙
著は書かれたのである．

3．論点の整理とリプライ
　瀬野氏による書評の論点は，以下の 4 点に絞ら
れよう．

①�経路依存性を論ずる上でメカニズムの検証が
弱い

　記述に偏りすぎておりメカニズムの検証が弱い

■■■■著

■■判 /■■頁 /定価■■■円＋税 /■■■■■，■■■年
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とする氏の指摘については，反駁が難しい．その
ようになった理由として，構造が複雑で制度改正
が頻繁にある複数の制度を長期間追跡する必要が
あったため，状態説明にある程度の紙幅が必要で
あったこと，先行研究の不足により，そのような
説明を先行研究に委ねることが難しかったこと，
などがあげられる．しかしながら，射程を絞る等，
ある程度の対応もできたはずである．これについ
ては，今後の課題として受け止めたい．

②�制度そのものについての歴史的，制度的検討
が弱い

　基準は制度の一部なのであるから，その本体に
ついての検討が必要であるとの指摘はもっともで
ある．そのような広い視野を維持しつつ，基準に
焦点化するという研究デザインが取られるべきで
あったろう．しかし，そのことよりも，基準自体
の構造を浮き彫りにすることで，イシューの存在
を明確化させることを優先させた．これについて
は，後続の研究により，検証が進むことを望むも
のである．

③給付水準の検討が弱い
　氏が指摘するように，拙著では給付水準につい
て補足的に論じるに留めている．しかし，そのこ
とが，給付水準の検討が不要であることを意味し
ているわけではない．さらなる検討が必要な領域
であると考える．

④軍人恩給の捉え方
　終章では本書の限界として次のように述べた．

「本書の分析は，長期的過程による制度展開を重
視したため，その長期的過程のなかの一時点に焦
点化するならば，その時点についての精査は不十
分」（pp. 292―293）である．軍人恩給については，
本論がはじまる第 2 章の冒頭 8 ページ程度で論じ
た．第 2 章の焦点は軍人恩給そのものではなく，
軍人恩給の基準が文官と専門職公務員の恩給にも
波及したことにあった．これにより，恩給制度か

ら排除された国営鉄道の労働者等の一般公務員を
対象として，稼得能力の程度を重視した基準が生
起したことを述べ，その分岐こそが，現行の障害
年金制度における基準の混乱の起点であることを
論じた．そのため，軍人恩給は機能障害基準の始
点としての扱いに留まっており，氏が指摘したよ
うな論点を十分に扱えていない．
　また，氏は軍人恩給についての言及のなかで，
障害者の所得保障制度が「様々なアクターと社会
情勢による『思惑』によって揺れ動」いてきたこ
とも指摘している．拙著は，これについて否定す
るものではない．拙著で扱ったのは，そのうちの
一部のアクターと所得保障制度の一部を構成する

「基準」についてである．いわば，四角錐の底辺
が四角形であったことを主張するようなもので
あって，四角錐の全体像を把握するためには，今
後，側面や上空の視点からの補足が必要であるこ
とは言うまでもない．拙著の成果は，これまで四
角錐のようなものではないかと思われていた物体
の底が，本当に四角形だったことを確認したこと
にある．
　なお，氏は軍人恩給について，「補償」であっ
て「保障」ではないと指摘しているが，拙著でも

「補償」として論じているはずであるが強調が足
りなかったかと思う．

4．人権侵害の轍として
　拙著を振り返ると，障害者を対象とした所得保
障制度の基準が，障害者の人権に基づいて設定さ
れたものではないということの強調が不足してい
たことへの反省が残る．拙著に執筆にあたって
行った分析作業は，人権侵害の轍をなぞることと
同義であった．拙著が企図したのは，皆が前提と
しているその「あたり前の結論」に至るまでのプ
ロセスを丁寧に検証していくことであった．した
がって，拙著の重点は結論ではなくプロセスに置
かれた．そのあたり前は，必ず検証されなければ
ならないものだったからである．
　拙著の出版後，障害年金の基準について重大な
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問題が露呈した．2024 年度より，障害年金の不
支給が急増したとする報道を受け，厚生労働省は
2025 年 6 月，「令和 6 年度の障害年金の認定状況
についての調査報告書」を発表した（厚生労働省
b，website）．そこでは，2024 年度の不支給の割
合は，前年度の 1.5 倍であり，特に，精神・発
達・知的障害では 1.9 倍になっていることが明ら
かにされた．人権侵害は，未だに続いている．

注

1）この結果を受け，2016 年，精神の障害の障害等
級の判定においては「精神の障害に係る等級判
定ガイドライン」が導入され，2017（平成 29）
年度からは，それまで自治体ごとに行っていた
障害基礎年金の認定業務が障害年金センターで
一元化されることになった．

参考文献

厚生労働省 a（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/ 
0000070967.html）2025/08/18．

厚生労働省 b（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/ 
newpage_00198.html）2025/08/18．
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　ソーシャルワーク実践において記録は専門職と
してのアカウンタビリティを示すものであり，ま
た実践評価の重要な資料である．医療現場では多
職種間の情報を一元的に管理する電子カルテの普
及や，カルテ開示請求への応答という側面から
も，適切な記録の作成が求められている．しか
し，現任の医療ソーシャルワーカー（MSW）が
自身の記録について振り返る機会は実はそう多く
ない．筆者自身，かつて認定社会福祉士（医療分
野）の申請で，ケース記録に基づき実践を記述す
る書類を作成するのに，自身のソーシャルワーク
実践を十分に記録に残せておらず，記述内容の不
十分さを痛感した記憶がある．記録は基本的に所
属機関の外には出ないため，他の MSW の記録
から学ぶ機会も少なく，記録に関する課題がどこ
にあるのかを認識することも難しいといえる．
　本書は 2 つの研究で構成されている．第 1 研究
は「ソーシャルワーカー記録の量的分析」で，記
録の現状把握と課題の抽出を目的としている．第
2 研究は，「関係者へのインタビューの質的分析」
で当事者（患者），現場の MSW，ソーシャルワー
ク教育関係者を対象としている．本書の目的は，
この 2 つの調査を踏まえて，ソーシャルワーク記
録の課題を明らかにし，その改善策を提示するこ
とである．また本書は，記録をソーシャルワーク

実践におけるエンパワメントの強化を形に示すの
に活用できるのではないかとも述べている．
　第 1 章は，MSW 実践における記録の質向上が
求められる社会的背景，先行研究の整理，研究の
動機と目的，意義，用語の定義が説明されてい
る．これまで人の手で分析されてきたソーシャル
ワーク記録だが，テキストマイニングによる量的
分析を施したところに本研究の新規性がうかがえ
る．
　第 2 章はソーシャルワーク記録の量的分析方法
を説明している．分析対象は，ソーシャルワーカー
としての高度な専門的判断が求められる困難事例
の記録である．分析には，フリーソフトウェアの
KH-Coder を使用している．分析方法は，まず第
1 段階として，ソーシャルワーク記録に頻出する
語を抽出し，患者群（75 歳未満と 75 歳以上），
MSW の経験年数（経験 3 年以下のジュニアソー
シャルワーカー：JSW と 9 年以上のシニアソー
シャルワーカー：SSW）による特徴を把握する．
第 2 段階では調査協力病院のアセスメントチェッ
クシートをもとにコーディングルールを作成し，
記録にどの程度反映されているのかを分析してい
る．
　続く第 3 章は量的分析の結果を示している．結
果説明の中心は，MSW の経験年数（JSW/SSW） 

新刊紹介

竹森　美穂
関西学院大学人間福祉学部助教

八木亜紀子著

『テキストマイニングによるソーシャルワーク記録の考察
―医療ソーシャルワーカーを対象にして』

A5 判 /120 頁 / 定価 4,500 円＋税 /中央法規，2024 年
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と患者の年齢層（75 歳未満 /75 歳以上）の変数
を加えて抽出された特徴語の内容である．分析の
結果，経験年数によって記録に用いられる用語に
異なりがあること，一部のアセスメント項目の記
載率が低いことが示された．
　第 4 章では，関係者への質的分析の方法が述べ
られている．質的分析では，第 1 研究の結果をも
とに，記録の課題とその改善等について尋ねてい
る．調査協力者は，患者としてピアサポートの経
験が深いエキスパートペイシェント，現場の
MSW，ソーシャルワーク教育者の 11 名である．
調査協力者に対し半構造化面接を実施し，その結
果を KJ 法で分析している．
　第 5 章は質的分析の結果を説明するセクション
である．分析結果からは，〖記録に関する規範の
標準化〗という記録そのものへの課題や改善策に
留まらず，〖専門家養成に向けた教育の強化〗や
〖実践環境の改善〗，〖当事者主体の実現〗など，ソー
シャルワーク実践・教育の核心に迫る結果が記述
されている．
　第 6 章では総合考察として，ソーシャルワーク
記録の現状と課題が整理されている．第 1 研究と
第 2 研究の結果から，必要な内容を漏らさず記録
に残せるよう，専門職として標準化されたアセス
メントを記載する必要性を述べている．しかしな
がら，養成校では実践的なアセスメントを十分に
学べておらず，養成教育の強化と現場での継続教
育やスーパービジョンの活用が望まれるとしてい
る．また，退院調整に偏重する MSW の実践現場
において，相談支援が退院援助と同等に評価され
る診療報酬体系の必要性も指摘している．相談支

援が充実することで，医療における当事者主体の
実践を実現できるとするものである．
　第 7 章では結語として，一つの医療機関のデー
タを対象としたことから，地域性を考慮した結果
とはいえないこと，第 2 研究の調査協力者のうち
当事者（患者）と教育関係者の数が少なかったこ
とに触れている．データの偏りという限界はある
ものの，従来行われていなかったテキストマイニ
ングによるソーシャルワーク記録の分析は綿密に
組み立てられており，ソーシャルワーク記録の実
態把握に大きく貢献したといえる．
　なお，本書には付録として「ソーシャルワーク
記録の科学的評価方法」（付録 1）と「ソーシャ
ルワーク記録」（付録 2）が掲載されている．付
録 1 は第 2 章と第 3 章で扱われたソーシャルワー
ク記録の KH-Coder による分析手順が詳細に説明
されている．近年，テキストマイニングのツール
として KH-Coder は注目を集めており，開発者の
樋口耕一氏による公式ガイドブックも出版されて
いるが，初学者には分析手続きの理解，習得が難
しい．また雑誌掲載論文は文字数の制限上，分析
手順が簡潔に説明されている例が多く，分析手続
きを参考にすることが難しい．その点で，付録 1
は KH-Coder を用いようとする者にとって貴重な
参考資料と言える．また付録 2 はソーシャルワー
ク記録の意義や役割を説明したうえで，特に
SOAP による記述の留意点がコンパクトにまと
められている．これは現任の MSW が参照しやす
い構成で，新人教育にも有益といえるため，大い
に活用されたい．



101

人間福祉学研究　第 18 巻第 1 号　2025．12

本書の概要
　本書は 2023 年 4 月に北海道大学大学院教育学
院に提出した博士論文を加筆修正したものであ
る．同大学院の教育学院は貧困研究の一大拠点と
なっており，優れた研究成果を多く出している
が，本書もそうした系譜に位置付く．
　本書の目的は参加型貧困調査を通じて貧困当事
者の側から貧困を理解することである．従来の貧
困研究では貧困当事者が受動的な客体として調査
されがちだったが，著者は日本では前例が少ない
参加型貧困調査を実施している．このような調査
方法を採用することで多様な貧困経験を持つ当事
者たちが貧困をどのように理解しているのか，何
に心配し困っているのか，それに対してどのよう
に対応したのかを詳述している．
　本書は序章と 1 章でイギリスを中心とする参加
型貧困調査のレビューをおこなっている．参加型
貧困調査は貧困当事者による貧困分析を提供し，
より民主的な貧困議論の実現に寄与しようとする
側面がある．Hartley Dean（1992）によると，
従来の貧困研究は，実在の人間への配慮が少な
く，貧困当事者を可哀想な「被害者」として描い
てきた．その結果，以下の 3 つの問題を引き起こ
したという．

①�保守的な貧困議論に対抗できず，貧困当事者の
無力化をもたらす．

②�貧困当事者による貧困理解が明らかにされない．
③�貧困研究者が意に反して貧困当事者の排除や他

者化を遂行してしまう．

　貧困研究の主体であるはずの貧困当事者が議論
や調査から排除され，他者化されてしまってい
る．このような反省に基づきイギリスでは 1990
年代から参加型貧困調査がおこなわれるように
なった．本書の第 2 章以降はこうした研究の系譜
を踏まえつつ，著者が実施した参加型貧困調査の
内容が紹介されている．調査期間は 2021 年 1 月
から 10 月である．調査参加者は北海道を中心に
貧困経験がある若者（18 歳から 30 歳まで）であ
る．調査参加者のカテゴリーは「日本人学生」「外
国人留学生」「日本人社会人」「外国人労働者」の
4 つに大別され，それぞれ男女別で 4 人 1 組のグ
ループインタビュー（計 8 グループ，32 人）が
実施された．グループインタビューは 8 つのグ
ループでそれぞれ 3 回実施された．1 回目は貧困
に対するイメージや理解が，2 回目は生活上の心
配や困りごとが共有された．3 回目は調査結果を
確認し，調査参加者同士で意見が交わされた．本
書は参加型貧困調査によって明らかにしたことを

新刊紹介

白波瀬達也
関西学院大学人間福祉学部教授

陳勝著

『当事者が語る「貧困とはなにか」 
参加型貧困調査の可能性』

A5 判 /232 頁 / 定価 5,800 円＋税 /北海道大学出版会，2024 年
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7 点に分けて説明している．

①�貧困当事者は「貧困」に対してネガティブなイ
メージを持つ．貧困の恥ずかしさを避けるため
に，貧困を隠すようにしてきた．貧困には見え
にくい性質がある．

②�「アンダークラス」と「社会的排除」は，日本
では馴染みがない言葉であり，聞いたときのイ
メージがネガティブである．貧困研究の一部の
議論は貧困当事者の現実，関心，意志とかけ離
れている．

③�貧困は「お金がない」だけではなく，制約的な
意味，心理的・感情的・精神的な意味，関係
的・階級的な意味なども有しており，多様でダ
イナミックである．

④�調査参加者は相対的貧困に近い貧困観を持って
おり，一般の日本人が持つ絶対的貧困観とは異
なっている．

⑤�貧困当事者自身が提示した「心配・困りごと」
の議論を通じて，かれらが相対的貧困観を有し
ていることを把握できた．

⑥�貧困当事者は多様なエイジェンシーを発揮でき
る能動的な主体である．こうした事実は貧困当
事者の知的・道徳的な劣等性を強調する「保守
的な他者化」だけでなく，可哀想な被害者と捉
える「リベラルな他者化」にも異論を唱えうる．

⑦�貧困当事者による貧困への対処から脱出までの
一連の努力は常に社会構造によって制約されて
いる．

　これらは先行研究の知見と重なる部分もある
が，著者は貧困当事者が自らの考えと言葉でおこ
なった貧困分析である点に意義を見出している．

本書の意義
　本書の意義は何よりも日本では未だ馴染みの薄
い「参加型貧困調査」を真正面に据えた研究をお
こなっていることである．丁寧な先行研究のレ
ビューと緻密な実地調査によって参加型貧困調査

の重要性を説得的に論じることに成功している．
　本書によると参加型貧困調査は「保守的な他者
化」だけでなく「リベラルな他者化」も相対化し
うる．この指摘は極めて重要だ．なぜなら社会福
祉学や社会学の貧困研究においては，調査者が貧
困を構造的な問題と捉えていたとしても，当事者
を調査の客体と位置付けることで無自覚に他者化
してしまうことがあるからだ．
　本書は「貧困当事者は自分なりの貧困に対する
知識や見解を持っており，貧困を議論し分析する
ことができる」という立場をとっている．だから
こそ，貧困当事者は貧困議論から排除されるべき
ではないと提起している．評者はこうした著者の
視点に共感しつつも，参加型調査に参加できる貧
困当事者は一部に限られると認識している．つま
り，自らの貧困の経験を開示したり，自らの貧困
観を議論できたりする当事者に参加が限られてし
まう，ということである．別の言い方をすれば，
参加型貧困調査は貧困を語りにくい，語り得ない
人々の経験や貧困観を十全に拾い上げることがで
きるのか，という疑問がある．
　それでもやはり評者は本書が参加型貧困調査を
通じて研究成果をまとめたことを高く評価した
い．著者が指摘するように参加型貧困調査の価値
は，従来の貧困研究の知見を補完するところにあ
る．したがって，参加型貧困調査の可能性と限界
の双方を認識することが今後の研究においてます
ます重要になってくるだろう．
　いずれにせよ本書の刊行を契機に参加型貧困調
査は重要な選択肢の一つになるだろう．また，貧
困研究に限らず調査対象者を主体として位置付け
る参加型調査が日本に定着するきっかけになるだ
ろう．本書はブラックボックス化しやすい調査過
程の記述も充実している．具体的には調査参加を
円滑にするためのグルーピング，会場設定，時間
設定，謝礼の工夫などが詳述されている．参加型
調査を検討する研究者にとっては実践的ヒントが
多く含まれる良書である．
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◆『人間福祉学研究』編集内規 ◆
  1．「人間福祉学研究」（以下，本誌という）は原則として，当該年度中に電子版（PDF）を 1 回発行

する．
  2．本誌の企画，編集，発行は人間福祉学部研究会「人間福祉学研究」編集委員会が行う．
  3．本誌に掲載される原稿の種類は以下に掲げるものとする．

①原著論文
②研究ノート
③学部および人間福祉学部研究会の主催，共催の講演会の講演原稿
④書評，内外の学術研究，学術集会の動向の紹介
⑤その他編集委員会が必要と認めた記事

  4．本誌への投稿資格は人間福祉に興味・関心がある者とする．
  5．原稿の執筆に際しては，以下に従うものとする．

①原著論文ならびに研究ノートについては，原則としてワープロ原稿で，図表・写真・注・引用
文献を含めて 20,000 字以内とする．

②図表・写真は 1 点につき 600 字換算とする．ただし，1 頁全体を使用する図表については 1,600
字換算とする．

③投稿原稿の長さが①の規定を超過するものについては，1 文字以上～ 2,000 字未満は 2,000 円，
2,000 字以上は加えて 1,000 字ごとに 1,000 円の印刷追加料金を徴収する．ただし，32,000 字を超
える論文については字数に関わらず受け付けない．

④図表，写真等はキャプション，説明を含め別紙に記載するとともに，本文中に挿入する箇所を
本文欄外に指示すること．写真等の費用は執筆者の負担とする．

⑤原稿の提出については，完全原稿を和文要旨とチェック済みの英文アブストラクトとともに提
出するものとする．

  6．原著論文および研究ノートは，編集委員会の査読制により，指名された査読者の意見に基づいて
採否を決定する．掲載を可とされた原稿について，掲載する巻・号および掲載順序の決定は，編
集委員会が行う．なお，原稿は返却しない．

  7．本誌に発表する原稿は未発表のものに限り，他誌等への二重投稿は認めない．また，既発表の外
国語原稿と本質的な部分において異ならない日本語原稿は，既発表原稿とみなし受理しない．た
だし，学会や研究の予稿集，科学研究費補助金の研究成果報告書に掲載されたもの，並びに未公
刊の修士論文・博士論文の一部は，その旨を記載することを条件に投稿可能とする．

  8．外国語による原稿については編集委員会において審議のうえ，掲載するものとする．なお，分量
については日本語原稿に準ずるもの（4,000 ワード程度）とする．

  9．原稿校閲および謝礼について
①英文アブストラクトの原稿校閲については，執筆者本人により校閲を依頼し，事後「人間福祉

学研究英文アブストラクト原稿校閲に関する報告書」（所定用紙による）を提出する．
②外国語で論文を掲載する場合の校閲（ネイティブ・チェック）については，依頼論文を除き，

執筆者本人が費用負担するものとする．
③編集委員会が依頼した外国語原稿を日本語に翻訳して掲載する場合には，その翻訳者に対し翻

訳料を支払うものとする．その金額については研究会運営委員会で定めるものとする．
10．本誌に掲載された論文等の著作権は学校法人関西学院に帰属する．論文等は，電子化並びに関西

学院大学・同大学外のデータベースなどのサイト上での公開を行うものとする．また，執筆者が
すでに外国語または日本語で発表した論文等を日本語または外国語に翻訳して掲載を希望する場
合には，編集委員会において審議のうえ，掲載の是非を決定する．ただし，この場合，版権処理
に関する責任は全て執筆者が負うものとし，翻訳料は支払わない．

11．本誌の執筆者に対して，人間福祉学部研究会会員の場合は，抜刷 50 部を無料で配付し，それ以上
の抜刷を希望する時は，その実費を本人が負担するものとする．会員外の場合は，希望部数の抜
刷を実費で配付する．
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◆『人間福祉学研究』投稿規程 ◆
【投稿資格】
　　1．投稿者は人間福祉に関心のある者とする．

【投稿原稿の種類および使用言語】
　　2．�投稿原稿の種類は，原著論文，研究ノート，書評とする．（詳細は本誌編集内規（以後「編集内

規」と表記）を参照のこと）
　　3．投稿者は当該原稿がいずれの種類の原稿であるか明示するものとする．
　　4．本誌に掲載する原稿は未発表のものに限る．詳細は編集内規を参照のこと．

【審査】
　　5．�投稿原稿は，編集委員会が指定する 2 名の査読者が査読のうえ，その意見に基づき編集委員会

で採否を決定する．投稿者は投稿原稿の採否決定以前に当該原稿を他の場所で公刊してはなら
ない．

【執筆要領】
　　6．「原著論文，研究ノートおよび書評等の執筆要領」を参照のこと．

【投稿料】
　　7．�投稿料は 5,000 円とする．ただし，関西学院大学人間福祉学部研究会会員及び購読費納入者は

不要とする．
　　8．�投稿原稿の長さが内規の規定を超過するものについては，１文字以上～2,000 字未満は 2,000 円，

2,000 字以上は加えて 1,000 字ごとに 1,000 円の印刷追加料金を徴収する．ただし，32,000 字を
超える論文については字数に関わらず受け付けない．

　　9．�投稿料の支払いは，編集委員会より送付する振込依頼書により行う（投稿申込書を受領後に事
務局より送付する）．投稿者は，振込依頼書を受領後，所定の期日までに投稿料を振り込むもの
とする．

【投稿申込】
　 10．所定の期日までに，『人間福祉学研究』投稿申込書（所定用紙）を提出するものとする．
　　　 提出物：『人間福祉学研究』投稿申込書（所定様式）　１部
　　　 提出期日：毎年 1 月末日
　　　 提出先：『人間福祉学研究』編集委員会

【提出原稿・書類等】
　 11．�投稿申込期日後，『人間福祉学研究』編集委員会からの連絡を受け，以下の提出物を所定の期日

までに提出するものとする．
　　　 提出物：
　　　　　 審査用原稿	 １部
　　　　　 コピー	 ２部
　　　　　 要旨（和文・英文とも）	 ２部
　　　　　 電子媒体（CD-ROM）	 １部
　　　　　 「人間福祉学研究英文アブストラクト原稿校閲に関する報告書」（所定様式）　１部
　　　 提出期日：毎年２月末日
　　　 提出先：『人間福祉学研究』編集委員会
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◆ 原著論文，研究ノートおよび書評等の執筆要領 ◆

1．ソフトウエア環境
　⑴　文章

　文章は MS-Word の Word 文書形式（推奨）およびテキスト形式で作成してください．特定のワー
ドプロセッサに依存するフォーマットで保存されている場合は受けつけることができません．文章中
には，図表の貼りつけはしないでください．
　本文では原則として，数字は全て半角を用いてください．

　⑵　図表・写真
　図表・写真は，本文とは別に作成してください．本文では図表・写真の挿入位置のみ示してくださ
い．
　グラフなどの図表はできるだけ MS-Excel で作成してください．その際，使用するシートがわかる
ようにシート名をつけてください．それぞれのタイトルは，表の場合は上に，図の場合は下に記載し
てください．
　説明図等については，MS-Excel もしくは，専用のグラフィックソフト（Adobe Photoshop, Illus
trator など）で作成してください．

2．タイトル・要約・キーワード
　以下のものを日本語と英語の両方で表記してください．ただし，英語論文の場合は，要約とキー
ワードは英語のみで足ります．
　⑴　表題・副題（title ; sub―title）
　⑵　著者名（author）
　⑶　所属機関名（office）
　⑷　要約（abstract）（日本語で 400 字まで，英語で 300 words 程度まで）
　⑸　キーワード（key words）（5 語程度）

3．表記法・体裁
⑴　言語・文字
　言語は，日本語または英語とします．ただし，単語であれば，ドイツ語，フランス語などの使用は
可能です．
　横書き，新仮名遣い，新字体使用を原則とします．機種依存文字は避けてください．句読点は，カ
ンマ（，）ピリオド（．）を使用してください．引用文にはカギ括弧（「　」，『　』）を使用して，他の
部分と区別してください．
⑵　数字
　数字は，原則として半角のアラビア数字を使用してください．年は原則として西暦で表記してくだ
さい．
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⑶　章立て
　章立ては，下記の要領でお願いします．
　　（例）　1．インパクト・アナリシス
　　　　　1.1．方法
　　　　　1.1.1．ステップＡ　非営利セクター全体の特質についての調査
　　　　　1.1.2．ステップＢ　サブフィールドでの特質についての調査
　　　　　1.2．仮説
　　　　　1.2.1．公共サービスを提供する機能
　　　　　1.2.2．アドボカシー機能

4．注
　本文中での注は，MS-Word の「脚注」機能を使用してください．ナンバリングは，「自動脚注番号」

（1，2，3…）を使用してください．MS-Word 以外のワープロソフトをお使いの場合，あるいはテキ
スト形式の場合には，単純に，本文のあとに番号順に並べてください．注の数は最小限にとどめてく
ださい．単に引用文献を示すだけであれば，注を用いず，6. の例にしたがって，本文中の（　）内に
示してください．

5．参考文献
　論文の末尾に，参考文献リストを添えてください．参考文献としてあげることができるのは，本文
中に引用した文献に限ります．これを筆頭筆者の姓に基づき，日本語文献と外国語文献を区別せず，
アルファベット順にソートしてください．

【日本語雑誌】
　著者名（発行年）「タイトル」『雑誌名』巻（号），ページ
　　　（例）　田中弥生（1999）「市民社会による自己決定メカニズム」『公益法人』28（12），2―12．
　　同じ著者の文献が複数ある場合：発行年のあとに，アルファベットをつけ，区別する．
　　　（例）　田中敬文（2000a）「NPO 発展の鍵を握る実務と研究教育との連携」…
　　　　　　田中敬文（2000b）「NPO の国際的多様性と日本の NPO」…
　　共著の場合：著者名を「・」でつなぐ．
　　　（例）�　本間正明・出口正之（1990）「見識ある自己利益の原理に立て」『中央公論』1990 年 6

月号，414―425．
【日本語単行本】
　著者名（発行年）『書名』出版社．
　　　（例）　NPO 研究フォーラム（1999）『NPO が拓く新世紀』清文社．

【外国語雑誌】
　著者名（出版年）タイトル［最初とコロンの直後の単語を大文字で始める］．記載［イタリックで，
各単語を大文字で始める］，巻（号），ページ．
　　　（例）�　Alhian, Armen and Demsetz, Harold （1972） Production, information costs and econo

mic organization.  American Economic Review, 62（5）, 777―795.
　　　（例）�　Mosley, Paul ; Hudson, John & Horrel, Sara （1987） Aid, the public sector and the 

market in less development countries.  Economic Journal, 97（4）, 616―641.
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【外国語単行本】
　著者名（出版年）書名［イタリックで，各単語を大文字で始める］．出版社．
　　　（例）　Hansmann, Henry （1996） The Ownership of Enterprise.  Harvard University Press.

【外国語単行本の日本語版】
　著者名（出版年），書名［イタリックで，各単語を大文字で始める］．出版社（訳者姓名（出版年）

『書名』出版社）．
　　　（例）�　Coase, Ronald H. （1988） The Film, the Market, and the Law.  University of Chicago 

Press（宮沢健一・後藤　晃・柴垣萌文訳（1992）『企業・市場・法』東洋経済新聞社）．
　　　（例）�　James, Estell ; Rose-American, Susan （1986） The Nonprofit Enterprise in Market Eco­

nomies.  Harwood Academic Publishers（田中敬文訳（1993）『非営利団体の経済分析－
学校，病院，美術館，フィランソロピー』多賀出版）．

【ホームページ】
　サイト名（ホームページアドレス）アクセスした日付．
　　　（例）　大阪大学大学院国際公共政策研究科（http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/）2001/12/31．

【外国語文献の著者名の表記ルール】
　外国語文献における著者の First name は，イニシャルではなく，フルネーム表記でお願いいたし
ます．ただし，原典がイニシャル化してあり，フルネームがわからない場合などは例外的にイニシャ
ルの使用を認めます．Middle name はイニシャル化してください．（例：Salamon, Lester M.）
　著者が複数の場合は，すべての著者を連記してください．その場合，Last name, First name ; Last 
name, First name and Last name, First name のように表記してください．
　　　（例）　Cnaan, Ram A. ; Hndy, Femida and Wadsworth, Margaret （1996）
　ただし，本文中で引用する際，著者が 2 人の場合は姓を連記し，3 人以上の場合は 2 人目からは姓
を et al.  で代用してください．
　　　（例）　Cnaan, et al. （1996）によれば…

6．文中での引用文献の明示方法
・著者の姓（出版年：ページ），ただしページ番号については省略可とします．
　　　（例 1）　出口（1999：28―29）によれば…
　　　（例 2）　いくつかの位置づけが考えられる（Hopkins, 1991 :  31）
　訳書のある原書から引用する場合，本文での言及は，原書の著者および年とその引用ページを記載
してください．なお，ページ番号については省略可とします．
　また，姓のみを用い，フルネームにしないでください．
　　　（×本間正明（1999）によれば…）
・ホームページサイト名（website）
　　　（例）　大阪大学大学院国際公共政策研究科（website）によれば…

7．図表
　図表の点数は特に指定しませんが，文中で言及するもののみにしてください．また，文中に図表の
挿入位置を指示してください．
　図表番号・タイトル・出所は忘れずに記入してください．図表，写真などを他の文献よりそのまま
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引用する場合は，著者自身が事前に著作権者より許可を得て，必ず出典を明示してください．著者
自身が作図した場合は，その旨明記してください．図表番号は，図，表，写真それぞれ別に 1 から
付番してください．
　　　（日本語例）　図 1，図 2，図 3，…
　　　　　　　　　表 1，表 2，表 3，…
　　　　　　　　　写真 1，写真 2，写真 3，…
　　　（英語例）　Figure 1，Figure 2，Figure 3，…
　　　　　　　　Table 1，Table 2，Table 3，…
　　　　　　　　Photo 1，Photo 2，Photo 3，…
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『人間福祉学研究』投稿原稿募集のお知らせ

　本誌は，2008 年に創刊した査読制の研究雑誌です．研究者等に対し学術論文等の発表の機会
を供するために，投稿原稿を広く募集しています．投稿希望者は投稿規程および編集内規等を
確認のうえ，ふるって投稿してください．

【STEP1】投稿申込
　●申込方法：Forms にてお申込みください．
　　　　　　　投稿申込フォーム　https://forms.office.com/r/KXEVaeRiHn
　●申込期限：毎年 1 月末日

【STEP2】原稿等の提出
　投稿申込期日（毎年 1 月末日）後，『人間福祉学研究』編集委員会から投稿申込者に投稿受付
の可否について連絡いたします．編集委員会からの連絡を受けたら，以下①～③の提出物を所
定の期日までにメール添付で提出してください．
　●提 出 物：①投稿原稿【Word および PDF】
　　　　　　　②要旨（和文・英文とも）【Word および PDF】
　　　　　　　③�「人間福祉学研究英文アブストラクト原稿校閲に関する報告書」（所定様式）

【PDF】
　　※提出データには必ずパスワードを設定してください．
　　※�パスワードは別途メールにてお知らせください．（原稿提出とパスワードのメールは必ず

わけて送信してください）
　　※原稿提出時のメールは必ずご自身で保存してください．
　●提出期限：毎年 2 月末日
　●提 出 先：kwansei-up@kgup.jp（関西学院大学出版会）
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年　　月　　日
「人間福祉学研究」編集委員会　御中

所　属　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

『人間福祉学研究』英文アブストラクト原稿校閲に関する報告書

　下記のとおり原稿校閲をいたしましたので報告いたします．

記

　タイトル：

　執 筆 者：

以上

【注意事項】

　１．�ネイティブ・チェックができるのは，英語を第一言語とする人です．また，可能な限り，社会科学，人文科学，言語学などの

バックグラウンドを持っておられる人に依頼してください．

　２．専門業者に依頼した場合，その業者が発行する証明書を提出することによって本紙の提出に代えることは可能です．

A4 判に拡大コピーしてご利用ください．または，関西学院大学人間福祉学部ホームページから様式をダウンロードしてください．
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　本号では、「社会的包摂とスポーツ」をテーマとした特集を編んだ。スポーツが寛
容や尊厳を促し、誰一人取り残さない社会の実現に寄与しうるという国際的な認識は
広がりつつある。しかし、その理念を具体的な実践へと橋渡しするためには、現場に
即した知見の蓄積と批判的検討が欠かせない。本特集は、精神障害者支援の実践、地
域スポーツとファンの動向、学校部活動改革、スポーツを通じた包摂的社会構築に向
けた理論的考察、高齢者福祉など、多様な領域における論考を通じて、「スポーツの
ちから」を社会的包摂の視座から再考する試みである。
　本号には、特集論文 5 本に加え、風間朋子・関西学院大学人間福祉学部准教授の著
書で第 26 回 SOMPO 福祉財団賞を受賞された『障害と所得保障－基準の管理から分
配の議論へ』に対する書評、そして新刊紹介を掲載している。
　寄稿者の皆様には、お忙しい中、貴重な研究成果を本誌に寄せていただいたことに
心より感謝申し上げたい。また、編集作業にご協力いただいた関係者の皆様にも深く
御礼申し上げる。
　スポーツを通じた社会的包摂は、国際潮流としての SDGs にとどまらず、私たちの
身近な生活世界の課題とも密接に結びついている。本号が、地域社会のあり方、人間
福祉学の役割、そしてスポーツの可能性をあらためて考える契機となれば幸いである。

（池埜　　聡）

編集
後記
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